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○ 総 務 省 令 第 八 十 九 号  

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 並 び に 同 法 及 び 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和

五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） を 実 施 す る た め 、 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定

め る 。  

令 和 六 年 九 月 三 十 日  

総 務 大 臣  松 本  剛 明    

電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

（ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る

改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に

対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。

） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記

部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前

欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後

欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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                  改   正   後                   改   正   前 
（ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） （ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） 

第 六 条  法 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 発 射 す る 電 波 が 著 し く 微 弱 な 無 線 局 を 次 の と お り 定 め る 。  第 六 条  ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 三  略 ］ ［ 一 ～ 三  同 上 ］ 

［ ２ ・ ３  略 ］ ［ ２ ・ ３  同 上 ］ 

４  法 第 四 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  ４  [ 同 上 ]  

［ 一 ～ 七  略 ］ ［ 一 ～ 七  同 上 ］ 

八  削 除 八  五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 四 、 九 〇 〇 MH
z

 を 超 え 五 、 〇 〇 〇 MH
z

 以 下 の う ち 総 務 大 臣 が 別

に 告 示 す る 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 基 地 局 と 陸 上 移 動 局 と の 間

若 し く は 陸 上 移 動 局 相 互 間 で 行 う 無 線 通 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 の 中 継 に よ る も の を 含 む 。 ） 又

は 携 帯 基 地 局 と 携 帯 局 （ 上 空 で の 運 用 を 除 く 。 ） と の 間 若 し く は 携 帯 局 （ 上 空 で の 運 用 を 除

く 。 ） 相 互 間 で 行 う 無 線 通 信 を い う 。 ） の 陸 上 移 動 局 又 は 携 帯 局 で あ つ て 、 か つ 、 空 中 線 電

力 が 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト 以 下 で あ る も の 

[ 九 ～ 十 一  略 ]  [ 九 ～ 十 一  同 上 ]  

（ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ） （ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ） 

第 十 五 条 の 二  法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の と お り と す る 。  第 十 五 条 の 二  ［ 同 上 ］ 

［ 一  略 ］ ［ 一  同 上 ］ 

二  電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 陸 上 移 動 局 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 く 。

）  

二  電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 陸 上 移 動 局 

［ 三 ～ 七 の 二  略 ］ ［ 三 ～ 七 の 二  同 上 ］ 

七 の 三  設 備 規 則 第 三 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の う ち 陸

上 移 動 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を

除 く 。 ）  

七 の 三  設 備 規 則 第 三 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の う ち 陸

上 移 動 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ）  

七 の 四  設 備 規 則 第 三 条 第 十 五 号 に 規 定 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の う ち 陸 上 移 動 局 （ 電 気 通

信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 く 。 ）  

七 の 四  設 備 規 則 第 三 条 第 十 五 号 に 規 定 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の う ち 陸 上 移 動 局 （ 電 気 通

信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ）  

［ 八 ・ 九  略 ］ ［ 八 ・ 九  同 上 ］ 

［ ２  略 ］ ［ ２  同 上 ］ 

（ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） （ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 三  法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線

局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

第 十 五 条 の 三  ［ 同 上 ］ 

［ 一  略 ］ ［ 一  同 上 ］ 

二  電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 陸 上 移 動 局 二  ［ 同 上 ］ 

［ (１
)

 ～ (1
2)  略 ］ ［ (１
)

 ～ (1
2)  同 上 ］ 
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 (1
3)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及

び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 (1
3)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 (1
4)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。

） に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 設 備 規 則 第 三 条 第 十 五 号 に 規 定

す る ロ ー カ ル ５ Ｇ を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 を 除 く 。 ） に 係 る も

の 

［ 新 設 ］ 

 (1
5)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及

び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 (1
4)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の  

 (1
6)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。

） に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 陸 上 移 動 局 を 除 く 。 ） に 係 る も

の 

［ 新 設 ］  

 (1
7)  ［ 略 ］  (1
5)  ［ 同 上 ］ 

 (1
8)  ［ 略 ］  (1
6)  ［ 同 上 ］ 

 (1
9)  ［ 略 ］  (1
7)  ［ 同 上 ］ 

［ 削 る ］  (1
8)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の  

 (2
0) ～ (2
3)  ［ 略 ］  (1
9) ～ (2
2)  ［ 同 上 ］ 

 (2
4)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 八 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち

陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 (2
3)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 (2
5)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 四 項 及 び 第 八 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち

陸 上 移 動 局 （ 自 営 等 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 無 線 局 根 本 基 準 第 三 条 第 二 号 の 二

に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 を 除 く 。 ） に 係 る も の 

［ 新 設 ］ 

［ 三 ～ 七 の 二  略 ］ ［ 三 ～ 七 の 二  同 上 ］ 

七 の 三  設 備 規 則 第 三 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の う ち 陸

上 移 動 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ）  

七 の 三  ［ 同 上 ］ 

［ (１
)

 ・ (２
)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

 (３
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 八 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち

陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 (３
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 (４
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 四 項 及 び 第 八 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち

陸 上 移 動 局 （ 自 営 等 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 を 除 く 。 ） に 係 る も の  
［ 新 設 ］ 

七 の 四  ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の う ち 陸 上 移 動 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の

を 除 く 。 ） 

七 の 四  設 備 規 則 第 三 条 第 十 五 号 に 規 定 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の う ち 陸 上 移 動 局 （ 電 気 通

信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ）  

 (１
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及

び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

(１
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の  

 (２
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 (２
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の  
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び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 
［ 八 ・ 九  略 ］ ［ 八 ・ 九  同 上 ］  

十  前 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 基 地 局 十  ［ 同 上 ］ 

［ (１
)

 ～ (３
)

  略 ］ ［ (１
)

 ～ (３
)

  同 上 ］ 

 (４
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の （ 次

号 (９
)

 及 び (1
0) に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

 (４
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の 

 (５
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の （ 次 号 (1
3) 及

び (1
4) に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

 (５
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の 

 (６
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の （ 次 号 (1
5) 及 び 

(1
6) に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

 (６
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の （ 次 号 (９
)

 及 び 

(1
0) に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

 (７
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の （ 次 号 (1
7) 及 び 

(1
8) に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

 (７
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の （ 次 号 (1
1) 及 び 

(1
2) に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

 (８
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の （ 次 号 (1
9) 

及 び (2
0) に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

 (８
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の 

十 一  前 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 地 局   十 一  ［ 同 上 ］ 

［ (１
)

 ～ (８
)

  略 ］ ［ (１
)

 ～ (８
)

  同 上 ］ 

 (９
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第

三 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 基 地 局 を 除 く 。 ） に 係 る も の  

［ 新 設 ］ 

 (1
0)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第

四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 基 地 局 を 除 く 。 ） に 係 る も の  

［ 新 設 ］ 

 (1
1)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第

五 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 基 地 局 を 除 く 。 ） に 係 る も の  

［ 新 設 ］ 

 (1
2)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第

六 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 基 地 局 を 除 く 。 ） に 係 る も の  

［ 新 設 ］ 

 (1
3)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第

二 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

［ 新 設 ］ 

 (1
4)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第

三 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

［ 新 設 ］ 

 (1
5) ～ (1
8)  ［ 略 ］  (９
)

 ～ (1
2)  ［ 同 上 ］ 

 (1
9)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 及 び 第 六 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 ［ 新 設 ］ 

 (2
0)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 ［ 新 設 ］ 

十 二  前 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 陸 上 移 動 中 継 局 十 二  ［ 同 上 ］ 

［ (１
)

 ～ (３
)

  略 ］ ［ (１
)

 ～ (３
)

  同 上 ］ 

 (４
)

  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 中 継 局 に 係 る も の ［ 新 設 ］ 
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（ 登 録 の 対 象 と す る 無 線 局 ） （ 登 録 の 対 象 と す る 無 線 局 ） 

第 十 六 条  法 第 二 十 七 条 の 二 十 一 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  第 十 六 条  [ 同 上 ]  

[ 一 ～ 五  略 ]  [ 一 ～ 五  同 上 ]  

六 か ら 十 ま で  削 除 六  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備 を 使 用 す る 基 地 局  

 七  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備 を 使 用 す る 陸 上 移

動 中 継 局 

 八  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備 を 使 用 す る 陸 上 移

動 局 

 九  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備 を 使 用 す る 携 帯 基

地 局 

 十  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備 を 使 用 す る 携 帯 局  

[ 十 一 ～ 十 二  略 ]  [ 十 一 ～ 十 二  同 上 ]  

（ 登 録 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） （ 登 録 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 七 条  法 第 二 十 七 条 の 二 十 一 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 に 掲 げ る も の

と す る 。 

第 十 七 条  [ 同 上 ]  

[ 一 ～ 五  略 ]  [ 一 ～ 五  同 上 ]  

六 か ら 十 ま で  削 除 六  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 基 地 局 に 係 る も の  

 七  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 中 継 局 に 係 る も の  

 八  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の  

 九  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 携 帯 基 地 局 に 係 る も の  

 十  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 携 帯 局 に 係 る も の  

[ 十 一 ～ 十 二  略 ]  [ 十 一 ～ 十 二  同 上 ]  

（ 登 録 局 の 開 設 区 域 ） （ 登 録 局 の 開 設 区 域 ） 

第 十 八 条  法 第 二 十 七 条 の 二 十 一 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 区 域 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  第 十 八 条  [ 同 上 ]  

[ 一  略 ]  [ 一  同 上 ]  

二  削 除 二  四 、 九 〇 〇 MH
z

 を 超 え 五 、 〇 〇 〇 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の 開 設 区 域 は 、 総

務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 区 域 と す る 。 

[ 三  略 ]  [ 三  同 上 ]  

［ ２  略 ］ ［ ２  同 上 ］ 

（ 簡 易 な 操 作 ） （ 簡 易 な 操 作 ） 

第 三 十 三 条  法 第 三 十 九 条 第 一 項 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 簡 易 な 操 作 は 、 次 の と お り と す る 。 た

だ し 、 第 三 十 四 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 操 作 を 除 く 。  

第 三 十 三 条  ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 五  略 ］ ［ 一 ～ 五  同 上 ］ 

六  次 に 掲 げ る 無 線 局 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 の み を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 の 外 部 の 六  ［ 同 上 ］ 
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転 換 装 置 で 電 波 の 質 に 影 響 を 及 ぼ さ な い も の の 技 術 操 作  

 (１
)

  基 地 局 （ 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る も の で あ つ て 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六

の 四 第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一

項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 十 第 一 項 及 び 第 五 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第

一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 二 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）

、 第 三 項 及 び 第 五 項 、 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 、 第 四 十 九

条 の 二 十 九 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 又 は 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 二

項 、 第 六 項 及 び 第 八 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る も の に 限 る 。 以

下 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と い う 。 ）  

 (１
)

  基 地 局 （ 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る も の で あ つ て 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六

の 四 第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一

項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 十 第 一 項 及 び 第 五 項 、 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 一 項 、 第 二

項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 又 は 第 四 十 九 条 の 二 十 九 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 に 規 定

す る 技 術 基 準 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る も の に 限 る 。 以 下 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と

い う 。 ）  

［ (２
)

 ～ (５
)

  略 ］ ［ (２
)

 ～ (５
)

  同 上 ］ 

［ 七 ・ 八  略 ］ ［ 七 ・ 八  同 上 ］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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（ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 は 、

こ れ を 削 る 。  
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                  改   正   後                   改   正   前 

別表第二号第２ 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局

、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実

験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局

、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線

局事項書の様式（第４条、第12条関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるもの

として認めた場合は、それによることができる。） 

別表第二号第２ ［同左］ 

［様式略］ ［様式同左］ 

［注１～21 略］ ［注１～21 同左］ 

22 22の欄は、次によること。 22 ［同左］ 

［(１)～(11) 略］ ［(１)～(11) 同左］ 

(12) 無線局根本基準第３条第２号の２に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム

の無線局及びローカル５Ｇの無線局にあつては、次のうち該当する項目を記載し、それ

を確認できる資料を添付すること。 

(12)  ［同左］ 

［ア・イ 略］ ［ア・イ 同左］ 

［削る］ ウ その他通信の相手方が停止して運用する無線局 

［(13)～(16) 略］ ［(13)～(16) 同左］ 

［23～25 略］ ［23～25 同左］ 

  

別表第三号の六 包括免許（施行規則第15条の２第２項第２号に掲げる無線局に係るものに限る

。以下この別表において同じ。）に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式（第24条の２

第２項関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることが

できる。） 

別表第三号の六 ［同左］ 

［様式略］ ［様式同左］ 

［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 

４ ２の欄は、次によること。 ４ ［同左］ 

［(１)～(６) 略］ ［(１)～(６) 同左］ 

(７) ⑥の欄は、次によること。 (７)  ［同左］   

［ア 略］ ［ア 同左］ 

イ 施行規則第21条の４に適合するものにあつては、「電波の強度に対する安全施設に

適合」と記載すること。 

イ 施行規則第21条の３に適合するものにあつては、「電波の強度に対する安全施設に

適合」と記載すること。 

［ウ～オ 略］ ［ウ～オ 同左］ 
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［５ 略］ ［５ 同左］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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（ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は

、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分

が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に

掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に

掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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                  改   正   後                   改   正   前 

目 次 目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章  略 ］ ［ 第 一 章 ～ 第 三 章  同 上 ］ 

第 四 章  業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条 件  第 四 章  ［ 同 上 ］ 

［ 第 一 節 ～ 第 四 節 の 十 七 の 二  略 ］ ［ 第 一 節 ～ 第 四 節 の 十 七 の 二  同 上 ］ 

第 四 節 の 十 八  削 除 第 四 節 の 十 八  五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 一 ）  

［ 第 四 節 の 十 九 ～ 第 九 節  略 ］ ［ 第 四 節 の 十 九 ～ 第 九 節  同 上 ］ 

［ 第 五 章  略 ］ ［ 第 五 章  同 上 ］ 

附 則 附 則  

（ 定 義 ） （ 定 義 ） 

第 三 条  こ の 規 則 の 規 定 の 解 釈 に 関 し て は 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。  第 三 条  ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 十 四  略 ］ ［ 一 ～ 十 四  同 上 ］ 

十 五  「 ロ ー カ ル ５ Ｇ 」 と は 、 四 ・ 六 GH
z

 を 超 え 四 ・ 九 GH
z

 以 下 又 は 二 八 ・ 二 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

 

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 を 移 動 す る も の に 開 設 さ れ た 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う た

め に 開 設 さ れ た 基 地 局 と 当 該 陸 上 移 動 局 と の 間 で 行 わ れ る 無 線 通 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸

上 移 動 局 の 中 継 に よ る も の を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） で あ つ て 、 通 信 方 式 に 直 交

周 波 数 分 割 多 重 方 式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み 合 わ せ た 多 重 方 式 及 び シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 を 使 用 す る 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る 無 線

通 信 を 行 う シ ス テ ム を い う 。 

十 五  「 ロ ー カ ル ５ Ｇ 」 と は 、 四 ・ 六 GH
z

 を 超 え 四 ・ 九 GH
z

 以 下 又 は 二 八 ・ 二 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

 

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 を 移 動 す る も の に 開 設 さ れ た 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う た

め に 開 設 さ れ た 基 地 局 と 当 該 陸 上 移 動 局 と の 間 で 直 接 に 行 わ れ る 無 線 通 信 で あ つ て 、 通 信 方

式 に 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み 合 わ せ た 多 重 方 式 及 び シ ン グ ル キ ャ リ

ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 を 使 用 す る 時 分 割 複 信 方 式 を 用

い る 無 線 通 信 を 行 う シ ス テ ム を い う 。 

［ 十 六  略 ］ ［ 十 六  同 上 ］ 

（ 混 信 防 止 機 能 ） （ 混 信 防 止 機 能 ） 

第 九 条 の 四  法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 が 有 し な け れ ば な ら な い 混 信 防 止 機 能 は 、 次 の と

お り と す る 。 

第 九 条 の 四  [ 同 上 ]  

 [ 一 ～ 八  略 ]   [ 一 ～ 八  略 ]  

九  削 除 九  五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第 八 号 に 規 定 す る 無 線 通 信 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 機 能  

 イ  電 気 通 信 回 線 に 接 続 す る 場 合 に あ つ て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二 第 二 号 に 規 定 す る 機 能  

 ロ  電 気 通 信 回 線 に 接 続 し な い 場 合 に あ つ て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二 第 三 号 に 規 定 す る 機 能  

［ 十 ～ 十 二  略 ］ ［ 十 ～ 十 二  同 上 ］ 

（ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） （ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） 

第 十 四 条  空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 送 信 設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

第 十 四 条  ［ 同 上 ］ 

送 信 設 備 許 容 偏 差 送 信 設 備 許 容 偏 差 
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 上 限 （ パ ー セ

ン ト ）  

下 限 （ パ ー セ

ン ト ）  

［ 略 ］ ［ 略 ］  ［ 略 ］  

七  次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

[ (一
)

～ (五
)

 略 ]  

[ 削 る ]  

(六
)

 ［ 略 ］  

(七
)

 ［ 略 ］  

(八
)

 ［ 略 ］  

二 〇  八 〇  

［ 略 ］ ［ 略 ］  ［ 略 ］  

十 六  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波  ［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  

数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直

交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式

携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局

の 送 信 設 備 及 び ロ ー カ ル ５

Ｇ の 無 線 局 の 送 信 設 備  

第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項

、 第 三 項 及 び 第 四 項 に お い て

無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て

い る 基 地 局 の 送 信 設 備 で あ つ

て 、 空 中 線 端 子 が な い も の  

一 二 四  五 六  

 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項

に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定

め ら れ て い る 陸 上 移 動 中 継 局

及 び 陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無 線 通

信 又 は ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局

に よ る 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う

も の に 限 る 。 ） の 送 信 設 備  

一 〇 〇   五 〇   

 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項

に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定

め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 （ 携

帯 無 線 通 信 又 は ロ ー カ ル ５ Ｇ

の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の 中

継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 送

信 設 備  

一 〇 〇  七 九  

 

 

 

 

    
 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項

、 第 五 項 及 び 第 六 項 に お い て

無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て

い る 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局

二 二 四  七 〇  

 上 限 （ パ ー セ

ン ト ）  

下 限 （ パ ー セ

ン ト ）  

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

七  ［ 同 上 ］ 

[ (一
)

～ (五
)

 同 上 ]  

(六
)

 五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 送 信 設 備 

(七
)

 ［ 同 上 ］  

(八
)

 ［ 同 上 ］  

(九
)

 ［ 同 上 ］  

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

十 六  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項

に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定

め ら れ て い る 基 地 局 の 送 信 設

備 で あ つ て 、 空 中 線 端 子 が な

い も の  

一 二 四  五 六  

  

 

 

 

 

 

 

  

 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項

に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定

め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 の 送

信 設 備  

 

 

 

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

    
 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項

に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定

め ら れ て い る 基 地 局 の 送 信 設

備  

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  



十 三 頁  

及 び 陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無 線 通

信 又 は ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局

に よ る 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う

も の に 限 る 。 ） の 送 信 設 備  

 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項

に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定

め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 （ 携

帯 無 線 通 信 又 は ロ ー カ ル ５ Ｇ

の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の 中

継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 送

信 設 備  

九 一   

 ［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  

十 八  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波

数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直

交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式

広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ

ス テ ム の 無 線 局 の 送 信 設 備  

第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 基 地 局 の 送 信 設 備 又

は 陸 上 移 動 中 継 局 の 送 信 設 備

（ 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う も

の に 限 る 。 ） で あ つ て 、 空 中

線 端 子 （ 測 定 に 用 い る こ と が

で き る 端 子 を い う 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） が あ る も

の  

一 〇 〇  五 〇  

   
 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 基 地 局 の 送 信 設 備 又

は 陸 上 移 動 中 継 局 の 送 信 設 備

（ 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う も

の に 限 る 。 ） で あ つ て 、 空 中

線 端 子 が な い も の  

一 二 四  五 五  

    
 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 陸 上 移 動 局 （ 広 帯 域

移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム で

八 七  四 七  

 

 

 

 

 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項

に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定

め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 の 送

信 設 備  

 

 

 

八 七   

 ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

十 八  ［ 同 上 ］  第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 基 地 局 の 送 信 設 備 で

あ つ て 、 空 中 線 端 子 （ 測 定 に

用 い る こ と が で き る 端 子 を い

う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ

。 ） が あ る も の  

 

 

 

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

   
 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 基 地 局 の 送 信 設 備 で

あ つ て 、 空 中 線 端 子 が な い も

の  

 

 

一 二 四  五 六  
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行 わ れ る 無 線 通 信 の 中 継 を 行

う も の に 限 る 。 ） の 送 信 設 備  

 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 陸 上 移 動 局 （ 広 帯 域

移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の

無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の 中 継

を 行 う も の を 除 く 。 ） の 送 信

設 備 又 は 陸 上 移 動 中 継 局 の 送

信 設 備 （ 基 地 局 と 通 信 を 行 う

も の に 限 る 。 ）  

一 〇 〇  七 九  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  

［ ２ ～ ５  略 ］ 

 

 

 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 陸 上 移 動 局 の 送 信 設

備  

 

 

 

 

 

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

［ ２ ～ ５  同 上 ］ 

（ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条  法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 副 次 的 に 発 す る 電 波 が 他 の 無 線 設 備 の 機 能 に 支 障 を 与 え な

い 限 度 は 、 受 信 空 中 線 と 電 気 的 常 数 の 等 し い 疑 似 空 中 線 回 路 を 使 用 し て 測 定 し た 場 合 に 、 そ の

回 路 の 電 力 が 四 ナ ノ ワ ッ ト 以 下 で な け れ ば な ら な い 。 

第 二 十 四 条  ［ 同 上 ］ 

［ ２ ～ ７  略 ］ ［ ２ ～ ７  同 上 ］ 

８  二 、 〇 一 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続

方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の

た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局

及 び 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線

局 、 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元

接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割

多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無

線 局 及 び 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、

二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 又 は 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 三 ・ 六 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超

え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 、 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 、 四 ・ 五 GH
z

 を 超 え 四 ・ 六 GH
z

 以 下 、 四 ・ 九 

GH
z

 を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

 以 下 、 二 七 GH
z

 を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

 以 下 若 し く は 二 九 ・ 一 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

 以

下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多

元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 並 び に ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第

一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の と お り と す る 。 

８  二 、 〇 一 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続

方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の

た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局

及 び 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線

局 、 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元

接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割

多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 並 び に 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行

う 無 線 局 及 び 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線

局 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 又 は 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 三 ・ 六 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 
を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 、 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 、 四 ・ 五 GH
z

 を 超 え 四 ・ 六 GH
z

 以 下 、 二 七 
GH

z

 を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

 以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る シ ン

グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無

線 局 並 び に ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の と

お り と す る 。 

［ 一 ～ 八  略 ］ ［ 一 ～ 八  同 上 ］ 



十 五 頁  

九  二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 、 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 、 四 ・ 五 GH
z

 を 超 え 四

・ 六 GH
z

 以 下 又 は 四 ・ 九 GH
z

 を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周

波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 （ 陸 上 移

動 中 継 局 に あ つ て は 、 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 三 ・ 六 GH
z

 以 下 又 は 四 ・ 九 GH
z

 を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

 以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 及 び 四 ・ 六 GH
z

 を 超 え 四 ・ 九 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 （ 陸 上 移 動 中 継 局 に あ つ て は 、 四 ・ 八 GH
z

 を 超 え 四 ・ 九 GH
z

 以 下 の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の 受 信 装 置 

九  二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 、 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 又 は 四 ・ 五 GH
z

 を 超 え

四 ・ 六 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交

周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 四 ・ 六 GH
z

 を 超 え 四 ・

九 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の 無 線 局 の 受 信 装 置 

無 線 局 の 種 別  受 信 装 置 の 区 別  周 波 数 帯  副 次 的 に 発 す る 電 波 の

限 度  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］      

陸 上 移 動 中 継 局

又 は 陸 上 移 動 局  

 ［ 略 ］  ［ 略 ］  

    

注 一  基 地 局 に お い て は 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る 場 合 は 周 波 数 帯 か ら 二 、 二 六 〇 MH
z

 以 上 二 、 四 四 〇 MH
z

 以 下 を 除 き 、 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・

一 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 場 合 は 周 波 数 帯 か ら 三 、 二 六 〇 MH
z

 以 上 四 、 二 四 〇 MH
z

 

以 下 を 除 き 、 四 ・ 五 GH
z

 を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 場 合 は 周 波 数 帯 か

ら 四 、 三 六 〇 MH
z

 以 上 五 、 〇 四 〇 MH
z

 以 下 を 除 く 。 

無 線 局 の 種 別  受 信 装 置 の 区 別  周 波 数 帯  副 次 的 に 発 す る 電 波 の

限 度  

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］      

陸 上 移 動 局  

 

 ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

    

注 一  基 地 局 に お い て は 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る 場 合 は 周 波 数 帯 か ら 二 、 二 六 〇 MH
z

 以 上 二 、 四 四 〇 MH
z

 以 下 を 除 き 、 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・

一 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 場 合 は 周 波 数 帯 か ら 三 、 二 六 〇 MH
z

 以 上 四 、 二 四 〇 MH
z

 

以 下 を 除 き 、 四 ・ 五 GH
z

 を 超 え 四 ・ 九 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 場 合 は 周 波 数 帯 か

ら 四 、 三 六 〇 MH
z

 以 上 五 、 〇 四 〇 MH
z

 以 下 を 除 く 。 

［ 二  略 ］ ［ 二  同 上 ］ 

十  二 七 GH
z

 を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

 以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通

信 を 行 う 無 線 局 （ 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う も の に 限 る 。

） を 除 く 。 ） 及 び 二 八 ・ 二 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ

の 無 線 局 （ 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の 中 継 を

行 う も の に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） の 受 信 装 置 

十  二 七 GH
z

 を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

 以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通

信 を 行 う 無 線 局 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 二 八 ・ 二 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る 場 合 に 限 る 。 ） の 無 線 局 の 受 信 装 置 

無 線 局 の 種 別  周 波 数 帯  副 次 的 に 発 す る 電 波 の 限 度 

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］ 

陸 上 移 動 局 （ 携

帯 無 線 通 信 及 び

ロ ー カ ル ５ Ｇ の

無 線 局 に よ る 無

線 通 信 の 中 継 を

行 う も の を 除 く

。 ）  

［ 略 ］  ［ 略 ］ 

 

無 線 局 の 種 別  周 波 数 帯  副 次 的 に 発 す る 電 波 の 限 度 

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］ 

陸 上 移 動 局  

 

 

 

 

 

 

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］ 

 

［ ９ ～ 1
3  略 ］ ［ ９ ～ 1
3  同 上 ］ 
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1
4  無 人 移 動 体 画 像 伝 送 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 二 、 四 八 三 ・ 五 MH
z

 を 超 え 二 、 四 九 四 MH
z

 以 
下 又 は 五 、 六 五 〇 MH
z

 を 超 え 五 、 七 五 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 、 直 交 

周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 、 一 七 ・ 七 GH
z

 を 超 え 一 八 ・ 

七 二 GH
z

 以 下 及 び 一 九 ・ 二 二 GH
z

 を 超 え 一 九 ・ 七 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 （ 固 定 局 

、 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 に 限 る 。 ） 並 び に 二 二 GH
z

 帯 、 二 六 GH
z

 帯 又 は 三 八 GH
z

 帯 

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 （ 二 二 GH
z

 を 超 え 二 二 ・ 四 GH
z

 以 下 、 二 二 ・ 六 GH
z

 

 を 超 え 二 三 GH
z

 以 下 、 二 五 ・ 二 五 GH
z

 を 超 え 二 七 GH
z

 以 下 、 三 八 ・ 〇 五 GH
z

 を 超 え 三 八 ・ 五 GH
z

 以 下 又 は 

三 九 ・ 〇 五 GH
z

 を 超 え 三 九 ・ 五 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 基 地 局 及 び 陸 上 移 動 局 を い う 。  

以 下 同 じ 。 ） の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 次 の 表 に 定 め る と  

お り と す る 。 

1
4  無 人 移 動 体 画 像 伝 送 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 二 、 四 八 三 ・ 五 MH
z

 を 超 え 二 、 四 九 四 MH
z

 以

下 又 は 五 、 六 五 〇 MH
z

 を 超 え 五 、 七 五 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 、 直 交

周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 、 五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス

テ ム の 無 線 局 、 一 七 ・ 七 GH
z

 を 超 え 一 八 ・ 七 二 GH
z

 以 下 及 び 一 九 ・ 二 二 GH
z

 を 超 え 一 九 ・ 七 GH
z

 以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 （ 固 定 局 、 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 に 限 る 。 ）

並 び に 二 二 GH
z

 帯 、 二 六 GH
z

 帯 又 は 三 八 GH
z

 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 （ 二

二 GH
z

 を 超 え 二 二 ・ 四 GH
z

 以 下 、 二 二 ・ 六 GH
z

 を 超 え 二 三 GH
z

 以 下 、 二 五 ・ 二 五 GH
z

 を 超 え 二 七 GH
z

 以 下 、

三 八 ・ 〇 五 GH
z

 を 超 え 三 八 ・ 五 GH
z

 以 下 又 は 三 九 ・ 〇 五 GH
z

 を 超 え 三 九 ・ 五 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る 基 地 局 及 び 陸 上 移 動 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 次 の 表 に 定 め る と お り と す る 。  

[ 表 略 ]  [ 表 同 上 ]  

[ 1
5

～ 3
4

略 ]  [ 1
5

～ 3
4

同 上 ]  

（ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ）  （ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ）  

第 四 十 九 条 の 六 の 九  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 又 は

陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 周 波 数 分 割 複 信 方 式 （ 半 複 信 方 式 の も の を 含 む 。 ） を 用 い る も

の で あ つ て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を

送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 四 十 九 条 の 六 の 九  ［ 同 上 ］ 

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

一  一 般 的 条 件 一  ［ 同 上 ］ 

［ イ ～ ホ  略 ］ ［ イ ～ ホ  同 上 ］ 

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 （ 二 以 上 の 搬 送 波 を 同 時 に 用 い て 一 体 と し て 行 う 無 線 通

信 の 技 術 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ 送

信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地 局

へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 （ 総 務 大 臣 が 別 に

告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 （ 二 以 上 の 搬 送 波 を 同 時 に 用 い て 一 体 と し て 行 う 無 線 通

信 の 技 術 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ 送

信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地 局

へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 に 限 る こ と 。 

［ (１
)

 ・ (２
)

  略 ］   ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

［ ト ～ リ  略 ］ ［ ト ～ リ  同 上 ］ 

二  送 信 装 置 の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 及 び 相 互 変 調 特 性 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に

適 合 す る こ と 。 
二  送 信 装 置 の 条 件 

 イ  変 調 方 式 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ に 定 め る も の で あ る こ と 。 
  

 (１
)

  基 地 局 の 無 線 設 備  二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交

振 幅 変 調 又 は 二 五 六 値 直 交 振 幅 変 調 

  (２
)

  陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 
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  (イ
)

  占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 二 〇 〇 kH
z

 の も の  二 分 の π シ フ ト 二 相 位 相 変 調 、 四 分 の 

π シ フ ト 四 相 位 相 変 調 又 は 四 相 位 相 変 調 

  (ロ
)

  占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 一 ・ 四 MH
z

 の も の  二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調 又 は 一 六

値 直 交 振 幅 変 調 

  (ハ
)

  そ の 他 の も の  二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振

幅 変 調 又 は 二 五 六 値 直 交 振 幅 変 調 

 ロ  隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

 ハ  相 互 変 調 特 性 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る こ と 。  

２  前 項 の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 （ 第 一 項 及 び 第 五 項 並 び に 第 一 項 及 び 第 六 項 に 規 定 す る 陸 上 移

動 局 の 無 線 設 備 を 除 く 。 ） は 、 前 項 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で

な け れ ば な ら な い 。 

２  ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 四  略 ］ ［ 一 ～ 四  同 上 ］ 

五  空 中 線 電 力 は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 次 の イ か ら ヘ ま で に 掲 げ る 周

波 数 帯 の 周 波 数 の 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合

に あ つ て は 、 そ れ ぞ れ の 周 波 数 帯 に お い て 同 時 に 送 信 さ れ る 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 が 二

〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

五  空 中 線 電 力 （ 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 か ら 送 信 さ れ る 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ

ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送 波 の 空 中 線 電 力

の 総 和 ） は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

イ  七 一 五 MH
z

 を 超 え 七 四 八 MH
z

 以 下 イ  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備  

ロ  八 一 五 MH
z

 を 超 え 八 四 五 MH
z

 以 下 

 

ロ  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通

信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 の う ち 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の で あ つ て 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超

え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 、 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 又 は 四 ・ 五 GH
z

 を 超 え 四 ・ 六 GH
z

 以 下 の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 

ハ  九 〇 〇 MH
z

 を 超 え 九 一 五 MH
z

 以 下 ハ  ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 四 ・ 六 GH
z

 を 超 え 四 ・ 九 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ）

の 無 線 局 の 無 線 設 備   

ニ  一 、 四 二 七 ・ 九 MH
z

 を 超 え 一 、 四 六 二 ・ 九 MH
z

 以 下 ニ  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通

信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 の う ち 周 波 数 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の  

ホ  一 、 七 一 〇 MH
z

 を 超 え 一 、 七 八 五 MH
z

 以 下 ホ  時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 子 機 の 無 線 設 備 （ 空 中

線 電 力 は 、 一 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 ）  

ヘ  一 、 九 二 〇 MH
z

 を 超 え 一 、 九 八 〇 MH
z

 以 下 ヘ  時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接

続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 

 ト  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動

無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 

六  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対

利 得 三 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 空 中 線 電 力 の 最 大 値 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低

下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

六  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 
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［ ３ ～ ６  略 ］ ［ ３ ～ ６  同 上 ］ 

第 四 十 九 条 の 六 の 十  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 、 陸

上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の で あ つ て 、 二 、

〇 一 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

 以 下 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 又 は 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え

三 ・ 六 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 携 帯 無

線 通 信 の 中 継 を 行 う 陸 上 移 動 局 に あ つ て は 、 第 二 号 の 条 件 ） に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な

い 。 

第 四 十 九 条 の 六 の 十  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 、 陸

上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の で あ つ て 、 二 、

〇 一 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

 以 下 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 又 は 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え

三 ・ 六 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 携 帯 無

線 通 信 の 中 継 を 行 う 陸 上 移 動 局 に あ つ て は 、 第 二 号 ロ の 条 件 ） に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら

な い 。 

一  一 般 的 条 件 一  ［ 同 上 ］ 

［ イ ～ ホ  略 ］ ［ イ ～ ホ  同 上 ］ 

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 （ 総 務 大 臣 が 別

に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 に 限 る こ と 。 

［ (１
)

 ・ (２
)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

［ ト ・ チ  略 ］ ［ ト ・ チ  同 上 ］ 

二  送 信 装 置 の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 、 相 互 変 調 特 性 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告

示 す る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

二  送 信 装 置 の 条 件 

イ  変 調 方 式 は 、 二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調

又 は 二 五 六 値 直 交 振 幅 変 調 で あ る こ と 。 

 ロ  隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 、 相 互 変 調 特 性 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条

件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

［ ２  略 ］ ［ ２  同 上 ］ 

３  第 一 項 の 陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 同 項 に 規 定

す る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

３  ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 三  略 ］ ［ 一 ～ 三  同 上 ］ 

四  空 中 線 電 力 は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 次 の イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 周

波 数 帯 の 周 波 数 の 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合

に あ つ て は 、 そ れ ぞ れ の 周 波 数 帯 に お い て 同 時 に 送 信 さ れ る 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 が 二

〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 
四  空 中 線 電 力 （ 前 条 第 二 項 第 五 号 イ か ら ト ま で に 掲 げ る 無 線 設 備 か ら 送 信 さ れ る 搬 送 波 を 使

用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ

る 複 数 の 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 ） は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

イ  二 、 〇 一 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

 以 下  

ロ  二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下  

ハ  三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 三 ・ 六 GH
z

 以 下  

五  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 二 、 〇 一 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す

る も の に あ つ て は 〇 デ シ ベ ル 以 下 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 又 は 三 ・ 四 GH
z

 を 超

え 三 ・ 六 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の に あ つ て は 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ

五  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 二 、 〇 一 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す

る も の に あ つ て は 〇 デ シ ベ ル 以 下 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 又 は 三 ・ 四 GH
z

 を 超

え 三 ・ 六 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の に あ つ て は 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 
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し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 三 デ シ ベ ル （ 二 、 〇 一 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

 以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 送 信 す る も の に あ つ て は 〇 デ シ ベ ル ） の 空 中 線 に 空 中 線 電 力 の 最 大 値 を 加 え た と

き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

［ 六  略 ］ ［ 六  同 上 ］ 

［ ４ ～ ６  略 ］ ［ ４ ～ ６  同 上 ］ 

（ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を

行 う 無 線 局 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ） 

（ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を

行 う 無 線 局 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 六 の 十 二  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続

方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の 及 び ロ ー カ ル

５ Ｇ の 無 線 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 （ 陸 上 移 動 中 継 局 に あ つ て は 第 二 号 、

陸 上 移 動 局 （ 中 継 （ 携 帯 無 線 通 信 又 は ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の 中 継 を い う 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 行 う も の に 限 る 。 ） に あ つ て は 同 号 及 び 第 四 号 の 条 件 に 限 る 。 ）

に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

無 線 設 備 の 区 分 周 波 数  

シ ン グ ル キ ャ リ ア 周

波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 又 は 直 交 周 波 数 分

割 多 元 接 続 方 式 携 帯

無 線 通 信 を 行 う 無 線

局  

基 地 局 又 は 陸 上 移 動

局 （ 携 帯 無 線 通 信 の

中 継 を 行 う も の を 除

く 。 ） の 無 線 設 備  

二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 、 三

・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 、 四 ・ 五 GH
z

 を 超

え 四 ・ 六 GH
z

 以 下 又 は 四 ・ 九 GH
z

 を 超 え 五 ・ 〇  

GH
z

 以 下  

陸 上 移 動 中 継 局 の 無

線 設 備  

三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 三 ・ 六 GH
z

 以 下 又 は 四 ・ 九 GH
z

 

を 超 え 五 ・ 〇  GH
z

 以 下  

陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無

線 通 信 の 中 継 を 行 う

も の に 限 る 。 ） の 無

線 設 備  

三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 、 四 ・ 五 GH
z

 を

超 え 四 ・ 六 GH
z

 以 下 又 は 四 ・ 九 GH
z

 を 超 え 五 ・

〇  GH
z

 以 下  

ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線

局  

基 地 局 又 は 陸 上 移 動

局 の 無 線 設 備  

四 ・ 六 GH
z

 を 超 え 四 ・ 九 GH
z

 以 下  

陸 上 移 動 中 継 局 の 無

線 設 備  

四 ・ 八 GH
z

 を 超 え 四 ・ 九 GH
z

 以 下  

 

第 四 十 九 条 の 六 の 十 二  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続

方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も

の で あ つ て 、 二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 、 三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 又 は 四 ・ 五 

GH
z

 を 超 え 四 ・ 六 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 四 ・ 六 GH
z

 を 超 え 四 ・

九 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の 基 地 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 は 、 次

に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

一  一 般 的 条 件 一  ［ 同 上 ］ 

［ イ ～ ホ  略 ］ ［ イ ～ ホ  同 上 ］ 

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 及 び 次 項 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備

を 使 用 す る 基 地 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地 局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 に 限 る こ と 。 
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は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 及 び 次 項 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 陸 上 移 動 局

を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 
［ (１

)
 ・ (２

)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

［ ト ・ チ  略 ］ ［ ト ・ チ  同 上 ］ 

二  送 信 装 置 の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 、 相 互 変 調 特 性 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告

示 す る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

二  送 信 装 置 の 条 件 

 イ  変 調 方 式 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ に 定 め る も の で あ る こ と 。  

 (１
)

  基 地 局 の 無 線 設 備  四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 二

五 六 値 直 交 振 幅 変 調 

 (２
)

  陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備  二 相 位 相 変 調 、 二 分 の π シ フ ト 二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調

、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 二 五 六 値 直 交 振 幅 変 調  

ロ  隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 、 相 互 変 調 特 性 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条

件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

三  陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 前 二 号 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 次

に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

三  陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 は 、 前 二 号 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の

で な け れ ば な ら な い 。 

［ イ ・ ロ  略 ］ ［ イ ・ ロ  同 上 ］ 

ハ  空 中 線 電 力 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る も の で あ る こ と

。 

ハ  空 中 線 電 力 （ 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 二 項 第 五 号 イ か ら ト ま で に 掲 げ る 無 線 設 備 か ら 送 信

さ れ る 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て

は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 ） は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ

る こ と 。 

 (１
)

  二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下 、 四 ・ 〇 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 又 は 四 ・ 六 GH
z

 を

超 え 四 ・ 八 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 無 線 設 備  二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ

と 。 た だ し 、 次 の (イ
)

 か ら (ハ
)

 ま で に 掲 げ る 周 波 数 帯 の 周 波 数 の 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア

ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 そ れ ぞ れ の 周 波 数 帯 に お い

て 同 時 に 送 信 さ れ る 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

 

(イ
)

  二 、 三 三 〇 MH
z

 を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

 以 下  

(ロ
)

  三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 （ 四 ・ 〇 GH
z

  を 超 え 四 ・ 一 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 搬 送 波 を 含

む 場 合 に 限 る 。 ） 

 

(ハ
)

  四 ・ 五 GH
z

 を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

 以 下 （ 四 ・ 六 GH
z

  を 超 え 四 ・ 八 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 搬 送 波 を 含

む 場 合 に 限 る 。 ） 

 

 (２
)

  三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 〇 GH
z

  以 下 、 四 ・ 五 GH
z

  を 超 え 四 ・ 六 GH
z

  以 下 又 は 四 ・ 八 GH
z

 を 超 え 五 ・

〇 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 無 線 設 備  四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 （ 複 数 の 空 中 線 端

子 を 用 い た 送 信 の 場 合 に あ つ て は 八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 ） で あ る こ と 。 た だ し 、 次 の

(イ
)

 及 び (ロ
)

 に 掲 げ る 周 波 数 帯 の 周 波 数 の 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術
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を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 そ れ ぞ れ の 周 波 数 帯 に お い て 同 時 に 送 信 さ れ る 搬

送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 が 四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 （ 複 数 の 空 中 線 端 子 を 用 い た 送 信 の 場

合 に あ つ て は 八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 ） で あ る こ と 。 
(イ

)

  三 ・ 四 GH
z

 を 超 え 四 ・ 〇 GH
z

 以 下  

(ロ
)

  四 ・ 五 GH
z

 を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

 以 下 （ 四 ・ 六 GH
z

  を 超 え 四 ・ 八 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 搬 送 波 を 含

む 場 合 を 除 く 。 ） 

 

ニ  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶

対 利 得 三 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 空 中 線 電 力 の 最 大 値 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ

の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

ニ  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

［ ホ  略 ］ ［ ホ  同 上 ］ 

四  陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 条 件

の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

［ 新 設 ］ 

イ  空 中 線 電 力 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る も の で あ る こ と

。 

 

(1
)

  基 地 局 と 通 信 を 行 う 無 線 設 備  二 五 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

(2
)

  陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う 無 線 設 備  二 五 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

ロ  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る も の

で あ る こ と 。 

 

 (1
)

  基 地 局 と 通 信 を 行 う 無 線 設 備  九 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。  

 (2
)

  陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う 無 線 設 備  〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻

射 電 力 が 絶 対 利 得 〇 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 二 五 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の

値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。  

 

ハ  増 幅 度 特 性 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る こ と 。   

ニ  他 の 無 線 局 へ の 干 渉 を 防 止 す る た め の 機 能 を 有 す る こ と 。   

２  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を

行 う 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の

で あ つ て 、 二 七 GH
z

 を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

 以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波

を 送 信 す る も の 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 で あ つ

て 、 二 八 ・ 二 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 （ 陸

上 移 動 中 継 局 に あ つ て は 第 二 号 、 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） に あ つ て は 同 号 及 び

第 四 号 の 条 件 に 限 る 。 ） に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を

行 う 基 地 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の で あ つ て 、 二 七 GH
z

 

を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

 以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の 及

び ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 二 八 ・ 二 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ）

の 基 地 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一  一 般 的 条 件 一  ［ 同 上 ］ 

［ イ ～ ホ  略 ］ ［ イ ～ ホ  同 上 ］ 

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ
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送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 及 び 前 項 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備

を 使 用 す る 陸 上 移 動 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地 局 へ 送 信 す る 場 合 に あ

つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 及 び 前 項 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 基 地 局

を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 に 限 る こ と 。 
［ (１

)

 ・ (２
)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

［ ト ・ チ  略 ］ ［ ト ・ チ  同 上 ］ 

二  送 信 装 置 の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適

合 す る も の で あ る こ と 。 

二  送 信 装 置 の 条 件 

 イ  変 調 方 式 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ に 定 め る も の で あ る こ と 。  

 (１
)

  基 地 局 の 無 線 設 備  四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 二

五 六 値 直 交 振 幅 変 調 

 (２
)

  陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備  二 相 位 相 変 調 、 二 分 の π シ フ ト 二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調

、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 二 五 六 値 直 交 振 幅 変 調  

ロ  隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 、 相 互 変 調 特 性 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条

件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

三  陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 第 一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 条 件 の

ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

三  陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 は 、 第 一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合

す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ イ ・ ロ  略 ］ ［ イ ・ ロ  同 上 ］ 

ハ  空 中 線 電 力 （ 二 七 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 搬 送 波 の み を 使 用 し て キ ャ リ ア ア

グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送 波

の 空 中 線 電 力 の 総 和 ） は 、 三 ・ 一 六 ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

ハ  空 中 線 電 力 （ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う も の の う ち 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の で あ つ て 二 七 GH
z

 を 超 え 二 八

・ 二 GH
z

 以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

 以 下 の 周 波 数 を 使 用 す る も の か ら 送 信 さ れ る

搬 送 波 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 二 八 ・ 二 GH
z

 を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 場

合 に 限 る 。 ） の 無 線 局 か ら 送 信 さ れ る 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を

用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 ）

は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

［ ニ ・ ホ  略 ］ ［ ニ ・ ホ  同 上 ］ 

四  陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 条 件

の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 
［ 新 設 ］ 

イ  空 中 線 電 力 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る も の で あ る こ と

。 

 

(1
)

  基 地 局 と 通 信 を 行 う 無 線 設 備  二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

(2
)

  陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う 無 線 設 備  二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

ロ  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る も の

で あ る こ と 。 
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 (1
)

  基 地 局 と 通 信 を 行 う 無 線 設 備  二 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。  

 (2
)

  陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う 無 線 設 備  二 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方

輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 二 〇 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と

き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。  

 
ハ  増 幅 度 特 性 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る こ と 。   

ニ  他 の 無 線 局 へ の 干 渉 を 防 止 す る た め の 機 能 を 有 す る こ と 。   

３  第 一 項 の 基 地 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 次 の 条 件 に 適 合 す る も の に つ い て は 、 同 項 第 一 号 ハ 及 び

ホ の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

［ 新 設 ］ 

一  空 中 線 電 力 は 、 一 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

二  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対

利 得 〇 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 一 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合

は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。  

 

三  一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。 た だ し 、 電 源 設 備

及 び 空 中 線 系 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

四  空 中 線 系 は 、 容 易 に 取 り 外 す こ と が で き な い こ と 。  

五  当 該 無 線 設 備 と 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 、 当 該 無 線 設 備 の 故 障 を 検 出 し 、 及 び

電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

 

六  当 該 無 線 設 備 と 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 行 う 通 信 の 疎 通 が 確 保 で き な い 場 合 に

は 、 自 動 的 に 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

 

４  第 一 項 の 基 地 局 （ 施 行 規 則 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 地 局 に 限 り 、 前 項 に 規 定

す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二

号 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な

ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

５  第 二 項 の 基 地 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 次 の 条 件 に 適 合 す る も の に つ い て は 、 同 項 第 一 号 ハ 及 び

ホ の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

［ 新 設 ］ 

一  空 中 線 電 力 は 、 四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

二  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対

利 得 〇 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合

は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。  

 

三  一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。 た だ し 、 電 源 設 備

及 び 空 中 線 系 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

四  空 中 線 系 は 、 容 易 に 取 り 外 す こ と が で き な い こ と 。  

五  当 該 無 線 設 備 と 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 、 当 該 無 線 設 備 の 故 障 を 検 出 し 、 及 び

電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 
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六  当 該 無 線 設 備 と 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 行 う 通 信 の 疎 通 が 確 保 で き な い 場 合 に

は 、 自 動 的 に 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

 

６  第 二 項 の 基 地 局 （ 施 行 規 則 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 地 局 に 限 り 、 前 項 に 規 定

す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二

号 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な

ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

７  前 各 項 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

第 四 十 九 条 の 六 の 十 三  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続

方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 周 波 数 分 割 複 信 方 式 を 用 い

る も の で あ つ て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 の 電

波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 四 十 九 条 の 六 の 十 三  ［ 同 上 ］ 

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

一  一 般 的 条 件 一  ［ 同 上 ］ 

［ イ ～ ホ  略 ］ ［ イ ～ ホ  同 上 ］ 

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 （ 総 務 大 臣 が 別

に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 に 限 る こ と 。 

［ (１
)

 ・ (２
)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

［ ト ・ チ  略 ］ ［ ト ・ チ  同 上 ］ 

二  送 信 装 置 の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 、 相 互 変 調 特 性 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告

示 す る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

二  送 信 装 置 の 条 件 

 イ  変 調 方 式 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ に 定 め る も の で あ る こ と 。  

 (１
)

  基 地 局 の 無 線 設 備  四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 二

五 六 値 直 交 振 幅 変 調 

 (２
)

  陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備  二 相 位 相 変 調 、 二 分 の π シ フ ト 二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調

、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 二 五 六 値 直 交 振 幅 変 調  

ロ  隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 、 相 互 変 調 特 性 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条

件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

三  陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 は 、 前 二 号 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の

で な け れ ば な ら な い 。 

三  ［ 同 上 ］ 

［ イ ・ ロ  略 ］ ［ イ ・ ロ  同 上 ］ 

ハ  空 中 線 電 力 は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 次 の (1
)

 か ら (6
)

 ま で に 掲 げ る ハ  空 中 線 電 力 （ 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 二 項 第 五 号 イ か ら ト ま で に 掲 げ る 無 線 設 備 か ら 送 信
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周 波 数 帯 の 周 波 数 の 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う

場 合 に あ つ て は 、 そ れ ぞ れ の 周 波 数 帯 に お い て 同 時 に 送 信 さ れ る 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総

和 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

さ れ る 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て

は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 ） は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ

る こ と 。 

(1
)

  七 一 八 MH
z

 を 超 え 七 四 八 MH
z

 以 下  

(2
)

  八 一 五 MH
z

 を 超 え 八 四 五 MH
z

 以 下  

(3
)

  九 〇 〇 MH
z

 を 超 え 九 一 五 MH
z

 以 下  

(4
)

  一 、 四 二 七 ・ 九 MH
z

 を 超 え 一 、 四 六 二 ・ 九 MH
z

 以 下  

(5
)

  一 、 七 一 〇 MH
z

 を 超 え 一 、 七 八 五 MH
z

 以 下  

(6
)

  一 、 九 二 〇 MH
z

 を 超 え 一 、 九 八 〇 MH
z

 以 下  

ニ  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶

対 利 得 三 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 空 中 線 電 力 の 最 大 値 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ

の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

ニ  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

［ ホ  略 ］ ［ ホ  同 上 ］ 

２  前 項 の 基 地 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 次 の 条 件 に 適 合 す る も の に つ い て は 、 同 項 第 一 号 ハ 及 び ホ

の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

［ 新 設 ］ 

一  空 中 線 電 力 は 、 一 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

二  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対

利 得 〇 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 一 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合

は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

 

三  一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。 た だ し 、 電 源 設 備

及 び 空 中 線 系 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

四  空 中 線 系 は 、 容 易 に 取 り 外 す こ と が で き な い こ と 。  

五  当 該 無 線 設 備 と 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 、 当 該 無 線 設 備 の 故 障 を 検 出 し 、 及 び

電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

 

六  当 該 無 線 設 備 と 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 行 う 通 信 の 疎 通 が 確 保 で き な い 場 合 に

は 、 自 動 的 に 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

 

３  第 一 項 の 基 地 局 （ 施 行 規 則 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 地 局 に 限 り 、 前 項 に 規 定

す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二

号 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な

ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

（ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ）  （ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ）  

第 四 十 九 条 の 八 の 二 の 三  時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線

局 の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 四 十 九 条 の 八 の 二 の 三  ［ 同 上 ］ 

一  一 般 的 条 件 一  ［ 同 上 ］ 
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［ イ ～ ホ  略 ］ ［ イ ～ ホ  同 上 ］ 
ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 基 地 局 と キ ャ リ ア ア グ リ ゲ

ー シ ョ ン 技 術 を 用 い て 陸 上 移 動 局 と の 間 の 通 信 を 行 う 場 合 に 限 る 。 以 下 、 こ の 号 に お い て

同 じ 。 ） を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地 局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に

掲 げ る 無 線 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 陸 上 移 動 局 と キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い て 基 地

局 と の 間 の 通 信 を 行 う 場 合 に 限 る 。 以 下 、 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） を 含 む 。 ） と の 間 の 通

信 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 

ヘ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 基 地 局 と キ ャ リ ア ア グ リ ゲ

ー シ ョ ン 技 術 を 用 い て 陸 上 移 動 局 と の 間 の 通 信 を 行 う 場 合 に 限 る 。 以 下 、 こ の 号 に お い て

同 じ 。 ） を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地 局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に

掲 げ る 無 線 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 陸 上 移 動 局 と キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い て 基 地

局 と の 間 の 通 信 を 行 う 場 合 に 限 る 。 以 下 、 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） を 含 む 。 ） と の 間 の 通

信 に 限 る こ と 。 

［ (１
)

 ・ (２
)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

二  送 信 設 備 の 条 件 二  [ 同 上 ］ 

［ イ ・ ロ 略 ］ ［ イ ・ ロ 同 上 ］ 

ハ  空 中 線 電 力 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。  ハ  [ 同 上 ]  

［ (１
)

   略 ］ ［ (１
)

   同 上 ］ 

 (２
)

   時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 子 機  (２
)

   [ 同 上 ]  

一 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た

送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 は 、 二

〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

一 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 二 項 第 五 号 イ か ら

ト ま で に 掲 げ る 無 線 設 備 か ら 送 信 さ れ る 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技

術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の

総 和 は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

［ ニ ・ ホ  略 ］ ［ ニ ・ ホ  同 上 ］ 

第 四 節 の 十 八  削 除 第 四 節 の 十 八  五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 

 （ 五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 一  削 除 第 四 十 九 条 の 二 十 一  五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、 携 帯 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 、 陸

上 移 動 局 （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 携 帯 局 （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） の 無 線

設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

 一  通 信 方 式 は 、 単 向 通 信 方 式 、 単 信 方 式 、 同 報 通 信 方 式 、 半 複 信 方 式 又 は 複 信 方 式 で あ る こ

と 。 た だ し 、 半 複 信 方 式 又 は 複 信 方 式 に つ い て は 、 時 分 割 複 信 方 式 を 使 用 す る こ と 。  

 二  変 調 方 式 は 、 次 の い ず れ か で あ る こ と 。 

 イ  占 有 周 波 数 帯 幅 が 一 九 ・ 七 MH
z

 以 下 の 場 合 

  (１
)

  直 接 拡 散 方 式 を 使 用 す る ス ペ ク ト ル 拡 散 方 式 

 (２
)

  振 幅 変 調 方 式 、 位 相 変 調 方 式 、 周 波 数 変 調 方 式 、 パ ル ス 変 調 方 式 又 は こ れ ら の 複 合 方

式  

 (３
)

  直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式  

 ロ  占 有 周 波 数 帯 幅 が 一 九 ・ 七 MH
z

 を 超 え 三 八 MH
z

 以 下 の 場 合  直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式  

 三  送 信 バ ー ス ト 長 は 、 四 ミ リ 秒 以 下 で あ る こ と 。 
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 四  空 中 線 電 力 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

 イ  直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 を 使 用 す る 場 合 

 (１
)

  占 有 周 波 数 帯 幅 が 一 九 ・ 七 MH
z

 以 下 の 場 合 は 、 二 五 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 と し 、 か つ 、 一 MH
z

 

の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 電 力 は 五 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

 (２
)

  占 有 周 波 数 帯 幅 が 一 九 ・ 七 MH
z

 を 超 え 三 八 MH
z

 以 下 の 場 合 は 、 二 五 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 と し 、

か つ 、 一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 電 力 は 二 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

 ロ  イ 以 外 の 方 式 を 使 用 す る 場 合 は 、 二 五 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 と し 、 か つ 、 一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お

け る 空 中 線 電 力 は 五 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

 五  陸 上 移 動 中 継 局 、 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 （ 他 の 携 帯 局 が 送 信 す る 電 波 の 周 波 数 を 制 御 す る

も の を 除 く 。 ） が 送 信 す る 電 波 の 周 波 数 は 、 通 信 の 相 手 方 と な る 基 地 局 又 は 携 帯 基 地 局 若 し

く は 携 帯 局 （ 他 の 携 帯 局 が 送 信 す る 電 波 の 周 波 数 を 制 御 す る も の に 限 る 。 ） の 電 波 （ 陸 上 移

動 局 に あ つ て は 、 他 の 無 線 局 に よ り 中 継 さ れ た も の を 含 む 。 ） を 受 信 す る こ と に よ つ て 、 自

動 的 に 選 択 さ れ る こ と 。 

 六  送 信 装 置 の 空 中 線 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

 イ  絶 対 利 得 は 、 一 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 一 三

デ シ ベ ル の 送 信 空 中 線 に 二 五 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る と き

は 、 そ の 低 下 分 を 送 信 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る 。 

 ロ  送 信 空 中 線 の 水 平 面 の 主 輻 射 の 角 度 の 幅 は 、 次 の 式 に よ り 求 め ら れ る 値 を 超 え な い こ と

。  

 360 ／（Ａ／４）度 

Ａは、等価等方輻射電力を絶対利得０デシベルの送信空中線に平均電力が 250 ミリワット

の空中線電力を加えたときの値で除したものとし、４を下回るときは４とする。 

 七  直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 は 、 一 MH
z

 の 帯 域 幅 当 た り の キ ャ リ ア 数 が 一 以 上 で あ る こ と 。 

 八  ス ペ ク ト ル 拡 散 方 式 は 、 拡 散 帯 域 幅 を 変 調 信 号 の 送 信 速 度 に 等 し い 周 波 数 で 除 し た 値 が 五

以 上 の も の 又 は 変 調 信 号 の 送 信 速 度 に 等 し い 周 波 数 の 五 倍 以 上 の 周 波 数 帯 域 幅 に わ た つ て 掃

引 す る 信 号 を 変 調 信 号 の 送 信 の 周 期 ご と に 直 接 乗 算 さ せ る も の で あ る こ と 。  

 九  隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

  イ  四 〇 MH
z

 シ ス テ ム （ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 一 九 ・ 七 MH
z

 を 超 え 三 八 MH
z

 以 下 の も の を い う 。 以 下 同

じ 。 ）  

割 当 周 波 数 か ら 四 〇 MH
z

 及 び 八 〇 MH
z

 離 れ た 周 波 数 の (  ± ) 一 九 MH
z

 の 帯 域 幅 に 輻 射 さ れ る 空

中 線 端 子 に お け る 電 力 の 平 均 値 が 、 そ れ ぞ れ 〇 ・ 二 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 及 び 八 マ イ ク ロ ワ ッ

ト 以 下 で あ る こ と 。  

 ロ  二 〇 MH
z

 シ ス テ ム （ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 九 MH
z

 を 超 え 一 九 ・ 七 MH
z

 以 下 の も の を い う 。 以 下 同 じ

。 ）  
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割 当 周 波 数 か ら 二 〇 MH
z

 及 び 四 〇 MH
z

 離 れ た 周 波 数 の (  ± ) 九 MH
z

 の 帯 域 幅 に 輻 射 さ れ る 空 中

線 端 子 に お け る 電 力 の 平 均 値 が 、 そ れ ぞ れ 〇 ・ 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 、 一 六 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以

下 で あ る こ と 。 

 ハ  一 〇 MH
z

 シ ス テ ム （ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 ・ 五 MH
z

 を 超 え 九 MH
z

 以 下 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。

）  

割 当 周 波 数 か ら 一 〇 MH
z

 及 び 二 〇 MH
z

 離 れ た 周 波 数 の (  ± )  四 ・ 五 MH
z

 の 帯 域 幅 に 輻 射 さ れ る

空 中 線 端 子 に お け る 電 力 の 平 均 値 が 、 そ れ ぞ れ 〇 ・ 二 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 、 八 マ イ ク ロ ワ ッ

ト 以 下 で あ る こ と 。 

 ニ  五 MH
z

 シ ス テ ム （ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 ・ 五 MH
z

 以 下 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

割 当 周 波 数 か ら 五 MH
z

 及 び 一 〇 MH
z

 離 れ た 周 波 数 の (  ± )  二 ・ 二 五 MH
z

 の 帯 域 幅 に 輻 射 さ れ る

空 中 線 端 子 に お け る 電 力 の 平 均 値 が 、 そ れ ぞ れ 〇 ・ 一 二 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 、 四 マ イ ク ロ ワ

ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

 十  帯 域 外 漏 え い 電 力 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

 イ  四 〇 MH
z

 シ ス テ ム 

 周 波 数 帯  一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 

四 、 八 四 〇 MH
z

 以 上 四 、 八 七 〇 MH
z

 以 下  二 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

四 、 八 七 〇 MH
z

 を 超 え 四 、 八 八 〇 MH
z

 以 下  二 ・ 五 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下   

四 、 八 八 〇 MH
z

 を 超 え 四 、 九 〇 〇 MH
z

 以 下 及

び 五 、 〇 〇 〇 MH
z

 以 上 五 、 〇 二 〇 MH
z

 未 満  

一 五 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

  

五 、 〇 二 〇 MH
z

 以 上 五 、 〇 六 〇 MH
z

 以 下  二 ・ 五 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 
 

 ロ  二 〇 MH
z

 シ ス テ ム 

 (１
)

  変 調 方 式 が 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 以 外 の 場 合 

 周 波 数 帯  一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 

四 、 八 八 〇 MH
z

 以 上 四 、 九 〇 〇 MH
z

 以 下 及

び 五 、 〇 〇 〇 MH
z

 以 上 五 、 〇 二 〇 MH
z

 以 下  

一 五 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

 

 (２
)

  変 調 方 式 が 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 の 場 合 

 周 波 数 帯  一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 

四 、 八 七 五 MH
z

 以 上 四 、 八 八 〇 MH
z

 以 下  二 ・ 五 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

四 、 八 八 〇 MH
z

 を 超 え 四 、 九 〇 〇 MH
z

 以 下

及 び 五 、 〇 〇 〇 MH
z

 以 上 五 、 〇 二 〇 MH
z

 未

満  

一 五 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 
五 、 〇 二 〇 MH
z

 以 上 五 、 〇 二 五 MH
z

 以 下  二 ・ 五 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 
 

 ハ  一 〇 MH
z

 シ ス テ ム 
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 周 波 数 帯  一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力 

四 、 八 九 五 MH
z

 以 上 四 、 九 〇 五 MH
z

 未 満 及 び

四 、 九 五 五 MH
z

 を 超 え 四 、 九 六 五 MH
z

 以 下  

一 五 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

 

 ニ  五 MH
z

 シ ス テ ム 

 周 波 数 帯  一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電 力   

四 、 九 〇 二 ・ 五 MH
z

 以 上 四 、 九 〇 七 ・ 五 MH
z

 

未 満 及 び 四 、 九 五 二 ・ 五 MH
z

 を 超 え 四 、 九

五 七 ・ 五 MH
z

 以 下  

一 五 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

  
 

 十 一  四 、 八 四 〇 MH
z

 及 び 四 、 八 六 〇 MH
z

 の  ( ± ) 一 〇 MH
z

 の 帯 域 幅 に 輻 射 さ れ る 等 価 等 方 輻 射 電 力

の 上 限 値 は 、 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト 又 は 〇 ・ 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト の い ず れ か で あ る こ と 。  

 十 二  前 各 号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で あ

る こ と 。 

 ２  五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 （ 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト 以 下 の

も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、 第 七 号 か ら 第 九 号 ま で 及 び 第 十 二

号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

 一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 次 の い ず れ か で あ る こ と 。 

 イ  前 項 第 二 号 イ (３
)

 及 び ロ の 変 調 方 式 を 使 用 す る 送 信 装 置 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。  

 (１
)

  占 有 周 波 数 帯 幅 が 一 九 ・ 七 MH
z

 以 下 の 場 合 は 、 一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が 一 〇 ミ

リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

  (２
)

  占 有 周 波 数 帯 幅 が 一 九 ・ 七 MH
z

 を 超 え 三 八 MH
z

 以 下 の 場 合 は 、 一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 平 均

電 力 が 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

 ロ  前 項 第 二 号 イ (１
)

 の 変 調 方 式 を 使 用 す る 送 信 装 置 は 、 一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が 一

〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 

 ハ  前 項 第 二 号 イ (２
)

 の 変 調 方 式 を 使 用 す る 送 信 装 置 は 、 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

 二  送 信 装 置 の 空 中 線 は 、 次 の 条 件 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

 イ  絶 対 利 得 は 、 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 一 MH
z

 の 帯 域 幅 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

、 絶 対 利 得 〇 デ シ ベ ル の 送 信 空 中 線 に 一 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下

と な る と き は 、 そ の 低 下 分 を 送 信 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る 。  

 ロ  送 信 空 中 線 の 水 平 面 の 主 輻 射 の 角 度 の 幅 は 、 次 の 式 に よ り 求 め ら れ る 値 を 超 え な い こ と

。  

 ３６０／Ａ度 

Ａは、１ＭＨｚの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得０デシベルの送信空中線

に平均電力が１０ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、１を下回

るときは１とする。ただし、１ＭＨｚの帯域幅における等価等方輻射電力の上限は、絶対
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利得１０デシベルの送信空中線に１０ミリワットを加えたときの値とする。 

 三  四 、 八 四 〇 MH
z

 及 び 四 、 八 六 〇 MH
z

 の (  ± ) 一 〇 MH
z

 の 帯 域 幅 に 輻 射 さ れ る 等 価 等 方 輻 射 電 力 は

、 〇 ・ 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

 四  送 信 す る 電 波 の 周 波 数 は 、 通 信 の 相 手 方 と な る 基 地 局 又 は 携 帯 基 地 局 若 し く は 携 帯 局 （ 前

項 に 規 定 す る も の で あ つ て 、 他 の 携 帯 局 が 送 信 す る 電 波 の 周 波 数 を 制 御 す る も の に 限 る 。 ）

の 電 波 （ 他 の 無 線 局 に よ り 中 継 さ れ た も の を 含 む 。 ） を 受 信 す る こ と に よ つ て 、 自 動 的 に 選

択 さ れ る こ と 。 

 五  空 中 線 系 を 除 く 高 周 波 部 及 び 変 調 部 は 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。  

（ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 ）  （ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 ）  

第 四 十 九 条 の 二 十 八  直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、

陸 上 移 動 局 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 設 備 の 試

験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 （ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ

ム の 基 地 局 の 無 線 設 備 の 試 験 若 し く は 調 整 を す る た め の 通 信 を 行 う 無 線 局 又 は 当 該 基 地 局 と 当

該 基 地 局 を 通 信 の 相 手 方 と す る 陸 上 移 動 局 と の 間 の 通 信 が 不 可 能 な 場 合 、 そ の 中 継 を 行 う 無 線

局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 で あ つ て 、 二 、 五 四 五 MH
z

 を 超 え 二 、 六 五 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 九 条 の 二 十 八  直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、

陸 上 移 動 局 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 設 備 の 試

験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 （ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ

ム の 基 地 局 の 無 線 設 備 の 試 験 若 し く は 調 整 を す る た め の 通 信 を 行 う 無 線 局 又 は 当 該 基 地 局 と 当

該 基 地 局 を 通 信 の 相 手 方 と す る 陸 上 移 動 局 と の 間 の 通 信 が 不 可 能 な 場 合 、 そ の 中 継 を 行 う 無 線

局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 で あ つ て 、 二 、 五 四 五 MH
z

 を 超 え 二 、 六 五 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 条 件 の い ず れ に も 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な

い 。  

一  一 般 的 条 件 一  ［ 同 上 ］ 

イ  通 信 方 式 は 、 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 （ 中 継 （ 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム に お い て

行 わ れ る 無 線 通 信 の 中 継 を い う 。 以 下 こ の 条 か ら 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 ま で に お い て 同

じ 。 ） を 行 う も の を 除 く 。 ） へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る

も の を 含 む 。 ） を 行 う 場 合 に あ つ て は 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み 合

わ せ た 多 重 方 式 、 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） か ら 基 地 局 へ の 送 信 （ 陸 上 移 動

中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ） を 行 う 場 合 に あ つ て は 直 交 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 を 使 用 す る 時 分 割 複 信 方 式 で あ る こ と 。  

イ  通 信 方 式 は 、 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 （ 中 継 （ 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム に お い て

行 わ れ る 無 線 通 信 の 中 継 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） を 行 う も の を 除 く

。 ） へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ） を 行 う 場

合 に あ つ て は 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み 合 わ せ た 多 重 方 式 、 陸 上 移

動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） か ら 基 地 局 へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に

よ り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ） を 行 う 場 合 に あ つ て は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 を 使 用

す る 時 分 割 複 信 方 式 で あ る こ と 。 

［ ロ ～ ホ  略 ］ ［ ロ ～ ホ  同 上 ］ 

［ 二  略 ］ ［ 二  同 上 ］ 

［ ２ ～ ７  略 ］ ［ ２ ～ ７  同 上 ］ 

（ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ）  

（ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ）  

第 四 十 九 条 の 二 十 九  時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波

数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、 陸 上 移 動 局 又 は 時 分 割 ・ 直 交

周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無

線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 （ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割

第 四 十 九 条 の 二 十 九  時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波

数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、 陸 上 移 動 局 又 は 時 分 割 ・ 直 交

周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無

線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 （ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割
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多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス

シ ス テ ム の 基 地 局 の 無 線 設 備 の 試 験 若 し く は 調 整 を す る た め の 通 信 を 行 う 無 線 局 又 は 当 該 基 地

局 と 当 該 基 地 局 を 通 信 の 相 手 方 と す る 陸 上 移 動 局 と の 間 の 通 信 が 不 可 能 な 場 合 、 そ の 中 継 を 行

う 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 で あ つ て 、 二 、 五 四 五 MH
z

 を 超 え 二 、 六 五 五 MH
z

 以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス

シ ス テ ム の 基 地 局 の 無 線 設 備 の 試 験 若 し く は 調 整 を す る た め の 通 信 を 行 う 無 線 局 又 は 当 該 基 地

局 と 当 該 基 地 局 を 通 信 の 相 手 方 と す る 陸 上 移 動 局 と の 間 の 通 信 が 不 可 能 な 場 合 、 そ の 中 継 を 行

う 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 で あ つ て 、 二 、 五 四 五 MH
z

 を 超 え 二 、 六 五 五 MH
z

 以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 条 件 の い ず れ に も 適 合 す る も の で な け れ ば

な ら な い 。 

一  一 般 的 条 件 一  ［ 同 上 ］ 

［ イ ～ ニ  略 ］ ［ イ ～ ニ  同 上 ］ 

ホ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 （ 総 務 大 臣 が 別

に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 

ホ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 に 限 る こ と 。 

［ (１
)

 ・ (２
)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

［ ヘ ・ ト  略 ］ ［ ヘ ・ ト  同 上 ］ 

二  送 信 装 置 の 送 信 バ ー ス ト 長 及 び 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件

に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

二  送 信 装 置 の 条 件 

 イ  変 調 方 式 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ に 定 め る も の で あ る こ と 。  

 (１
)

  基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 （ 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 一 ・ 四 MH
z

 の も の

を 除 く 。 ） の 無 線 設 備  二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 三 二 値 直

交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 二 五 六 値 直 交 振 幅 変 調 

 (２
)

  陸 上 移 動 局 （ 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 が 一 ・ 四 MH
z

 の も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備  二 相

位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調 又 は 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 

ロ  送 信 バ ー ス ト 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

ハ  隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

２  前 項 の 基 地 局 又 は 陸 上 移 動 中 継 局 の 無 線 設 備 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２  前 項 の 基 地 局 又 は 陸 上 移 動 中 継 局 の 無 線 設 備 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 条 件 の い ず れ に も 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

 イ  基 地 局 の 送 信 装 置 に あ つ て は 、 二 〇 ワ ッ ト 以 下 （ チ ャ ネ ル 間 隔 が 二 〇 MH
z

 の 無 線 設 備 の 場

合 に あ つ て は 四 〇 ワ ッ ト 以 下 ） で あ る こ と 。 

 ロ  陸 上 移 動 中 継 局 の 送 信 装 置 に あ つ て は 、 陸 上 移 動 局 か ら 基 地 局 へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継

局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ） を 中 継 す る 場 合 は 、 八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト

以 下 で あ り 、 か つ 、 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ

り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ） を 中 継 す る 場 合 は 二 〇 ワ ッ ト 以 下 （ チ ャ ネ ル 間 隔 が 二 〇 MH
z

 の

無 線 設 備 の 場 合 に あ つ て は 四 〇 ワ ッ ト 以 下 ） で あ る こ と 。 

一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 二 〇 ワ ッ ト 以 下 （ チ ャ ネ ル 間 隔 が 二 〇 MH
z

 の 無 線 設 備 の 場 合 に あ

つ て は 四 〇 ワ ッ ト 以 下 ） で あ る こ と 。 
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［ 二 ・ 三  略 ］ ［ 二 ・ 三  同 上 ］ 

３  第 一 項 の 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 （ 第 一 項 、 第 七 項 及 び 第 八 項 に

規 定 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 を 除 く 。 ） は 、 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

３  第 一 項 の 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 （ 第 一 項 、 第 七 項 及 び 第 八 項 に

規 定 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 を 除 く 。 ） は 、 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 条 件 の い ず れ に も 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ・ 二  略 ］ ［ 一 ・ 二  同 上 ］ 

三  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 （ 二 、 五 四 五 MH
z

 を 超 え 二 、 六 五 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 搬 送 波 の み を 使

用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ

る 複 数 の 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 ） は 、 八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

三  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 第 四 十 九 条 の 六 の

九 第 二 項 第 五 号 イ か ら ト ま で に 掲 げ る 無 線 設 備 か ら 送 信 さ れ る 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア

グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送 波 の

空 中 線 電 力 の 総 和 は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  

四  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 四 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対

利 得 四 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合

は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

四  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 四 デ シ ベ ル 以 下 （ 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 二 ワ ッ ト を 超 え る 場 合 は 一

デ シ ベ ル 以 下 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 一 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 〇 ・ 四 ワ ッ ト の

空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で

き る 。 ） で あ る こ と 。 

［ 五  略 ］ ［ 五  同 上 ］ 

４  第 一 項 の 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る

も の で な け れ ば な ら な い 。 

４  第 一 項 の 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 の い ず れ に

も 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 次 に 掲 げ る 中 継 方 式 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る も の で

あ る こ と 。 

 イ  再 生 中 継 方 式 （ 受 信 し た 電 波 を 復 調 し 、 変 調 し 、 及 び 増 幅 し て 送 信 す る 中 継 方 式 を い う

。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） 

 (１
)

  一 の 搬 送 波 を 送 信 す る 送 信 装 置 に あ つ て は 空 中 線 電 力 の 値 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で

あ る こ と 。 

(２
)

  複 数 の 搬 送 波 を 同 時 に 送 信 す る 送 信 装 置 に あ つ て は 、 送 信 す る 電 波 の 一 の 搬 送 波 当 た

り の 空 中 線 電 力 の 値 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ り 、 か つ 、 陸 上 移 動 局 か ら 基 地 局 へ の

送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 他 の 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ロ に お い て 同

じ 。 ） を 中 継 す る 場 合 に 送 信 す る 電 波 の 空 中 線 電 力 及 び 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を

行 う も の を 除 く 。 ） へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を

含 む 。 ロ に お い て 同 じ 。 ） を 中 継 す る 場 合 に 送 信 す る 電 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 の 値 が 六

〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

 ロ  再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式  陸 上 移 動 局 か ら 基 地 局 へ の 送 信 を 中 継 す る 場 合 に 送 信 す

る 電 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 の 値 又 は 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） へ

の 送 信 を 中 継 す る 場 合 に 送 信 す る 電 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 の 値 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で

あ る こ と 。 

一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 〇 ・ 二 ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

 

 

［ 二  略 ］ ［ 二  同 上 ］ 
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三  再 生 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に あ つ て は 、 搬 送 波 を 送 信 し て い な い と き の 送 信 装 置

の 漏 え い 電 力 は 送 信 帯 域 の 周 波 数 帯 で 空 中 線 端 子 に お い て （ － ） 三 〇 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ

ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 以 下 で あ る こ と 。 

三  再 生 中 継 方 式 （ 受 信 し た 電 波 を 復 調 し 、 変 調 し 、 及 び 増 幅 し て 送 信 す る 中 継 方 式 を い う 。

） に よ る 中 継 を 行 う も の に あ つ て は 、 搬 送 波 を 送 信 し て い な い と き の 送 信 装 置 の 漏 え い 電 力

は 送 信 帯 域 の 周 波 数 帯 で 空 中 線 端 子 に お い て （ － ） 三 〇 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ

ル と す る 。 ） 以 下 で あ る こ と 。 

［ 四  略 ］ ［ 四  同 上 ］ 

［ ５ ～ ８  略 ］ ［ ５ ～ ８  同 上 ］ 

（ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線

ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ） 

（ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線

ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接

続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備

で あ つ て 、 二 、 五 四 五 MH
z

 を 超 え 二 、 六 五 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ

る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接

続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 二 、 五

四 五 MH
z

 を 超 え 二 、 六 五 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 の い ず れ に

も 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一  一 般 的 条 件 一  ［ 同 上 ］ 

イ  通 信 方 式 は 、 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中

継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ） を 行 う 場 合 に あ つ て は 直 交 周 波 数 分

割 多 重 方 式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み 合 わ せ た 多 重 方 式 を 、 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を

除 く 。 ） か ら 基 地 局 へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を 含

む 。 ） を 行 う 場 合 に あ つ て は シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分

割 多 元 接 続 方 式 を 使 用 す る 時 分 割 複 信 方 式 で あ る こ と 。  

イ  通 信 方 式 は 、 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 へ 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方

式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み 合 わ せ た 多 重 方 式 を 、 陸 上 移 動 局 か ら 基 地 局 へ 送 信 す る 場 合 に

あ つ て は シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 を 使

用 す る 時 分 割 複 信 方 式 で あ る こ と 。 

［ ロ ～ ニ  略 ］ ［ ロ ～ ニ  同 上 ］ 

ホ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 （ 総 務 大 臣 が 別

に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 

ホ  キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (１
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地

局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (２
)

 に 掲 げ る 無 線 局 を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 に 限 る こ と 。 

［ (１
)

 ・ (２
)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

［ ヘ ・ ト  略 ］ ［ ヘ ・ ト  同 上 ］ 

二  送 信 装 置 の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 、 相 互 変 調 特 性 （ 基 地 局 の 送 信 装 置 に 係 る も の に 限 る

。 ） 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
二  送 信 装 置 の 条 件 

 イ  変 調 方 式 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ に 定 め る も の で あ る こ と 。  

 (１
)

  基 地 局 の 無 線 設 備  四 相 位 相 変 調 、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 二

五 六 値 直 交 振 幅 変 調 

 (２
)

  陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備  二 相 位 相 変 調 、 二 分 の π シ フ ト 二 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調

、 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 、 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 二 五 六 値 直 交 振 幅 変 調  

ロ  隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 、 相 互 変 調 特 性 及 び フ レ ー ム 長 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条
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件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

２  前 項 の 基 地 局 （ 第 六 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る も の 又 は 第 七 項 に お い

て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 条 件

の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２  基 地 局 の 無 線 設 備 は 、 前 項 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 の い ず れ に も 適 合 す る も の

で な け れ ば な ら な い 。 

一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 チ ャ ネ ル 間 隔 が 一 〇 MH
z

 で あ る も の は 二 〇 ワ ッ ト 以 下 、 チ ャ ネ ル

間 隔 が 二 〇 MH
z

 で あ る も の は 四 〇 ワ ッ ト 以 下 、 チ ャ ネ ル 間 隔 が 三 〇 MH
z

 で あ る も の は 六 〇 ワ ッ ト

以 下 、 チ ャ ネ ル 間 隔 が 四 〇 MH
z

 で あ る も の は 八 〇 ワ ッ ト 以 下 又 は チ ャ ネ ル 間 隔 が 五 〇 MH
z

 で あ る

も の は 一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 一 〇 MH
z

 幅 あ た り 二 〇 ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

［ 二  略 ］ ［ 二  同 上 ］ 

３  第 一 項 の 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ

か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

３  陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 は 、 第 一 項 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 の い ず れ に も 適 合 す

る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 一  略 ］ ［ 一  同 上 ］ 

二  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 （ 二 、 五 四 五 MH
z

 を 超 え 二 、 六 五 五 MH
z

 以 下 の 周 波 数 の 搬 送 波 の み を 使

用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ

る 複 数 の 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 ） は 、 四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 （ 複 数 の 空 中 線 端 子 を 用 い

た 送 信 の 場 合 に あ つ て は 八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 ） で あ る こ と 。  

二  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 第 四 十 九 条 の 六 の

九 第 二 項 第 五 号 イ か ら ト ま で に 掲 げ る 無 線 設 備 か ら 送 信 さ れ る 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア

グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送 波 の

空 中 線 電 力 の 総 和 は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

三  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 四 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対

利 得 四 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト （ 複 数 の 空 中 線 端 子 を 用 い た 送 信 の 場 合 は 八 〇

〇 ミ リ ワ ッ ト ） の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利

得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

三  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 四 デ シ ベ ル 以 下 （ 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 二 ワ ッ ト を 超 え る 場 合 は 一

デ シ ベ ル 以 下 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 一 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 〇 ・ 四 ワ ッ ト の

空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で

き る 。 ） で あ る こ と 。 

［ 四  略 ］ ［ 四  同 上 ］ 

４  第 一 項 の 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ

か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

［ 新 設 ］ 

一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 次 に 掲 げ る 中 継 方 式 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る も の で

あ る こ と 。 

 

 イ  再 生 中 継 方 式   

⑴  一 の 搬 送 波 を 送 信 す る 送 信 装 置 に あ つ て は 空 中 線 電 力 の 値 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で

あ る こ と 。 

(２
)

  複 数 の 搬 送 波 を 同 時 に 送 信 す る 送 信 装 置 に あ つ て は 、 送 信 す る 電 波 の 一 の 搬 送 波 当 た

り の 空 中 線 電 力 の 値 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ り 、 か つ 、 陸 上 移 動 局 か ら 基 地 局 へ の

送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ） を 中 継 す る 場 合

に 送 信 す る 電 波 の 空 中 線 電 力 及 び 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は

陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ） を 中 継 す る 場 合 に 送 信 す る 電 波 の 空 中 線 電

力 の 総 和 の 値 が 六 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。  
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 ロ  再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式  陸 上 移 動 局 か ら 基 地 局 へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸

上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の を 含 む 。 ） を 中 継 す る 場 合 に 送 信 す る 電 波 の 空 中 線 電 力 及

び 基 地 局 か ら 陸 上 移 動 局 へ の 送 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 に よ り 中 継 さ れ る も の

を 含 む 。 ） を 中 継 す る 場 合 に 送 信 す る 電 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 の 値 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以

下 で あ る こ と 。 

 
二  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 四 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。   

三  搬 送 波 を 送 信 し て い な い と き の 送 信 装 置 の 漏 え い 電 力 は 、 送 信 帯 域 の 周 波 数 帯 で 、 空 中 線

端 子 に お い て （ － ） 三 〇 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 以 下 で あ る こ と 。  

 

四  他 の 無 線 局 へ の 干 渉 を 防 止 す る た め の 機 能 を 有 す る こ と 。   

五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る こ と 。   

５  第 一 項 の 陸 上 移 動 中 継 局 の 無 線 設 備 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適

合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る も の で あ る こ と 。   

イ  基 地 局 と 通 信 を 行 う も の  四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト （ 複 数 の 空 中 線 端 子 を 用 い た 送 信 の 場 合 は

八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト ） 以 下 で あ る こ と 。 

 

ロ  陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う も の  チ ャ ネ ル 間 隔 が 一 〇 MH
z

 で あ る も の は 二 〇 ワ ッ ト 以 下 、 チ

ャ ネ ル 間 隔 が 二 〇 MH
z

 で あ る も の は 四 〇 ワ ッ ト 以 下 、 チ ャ ネ ル 間 隔 が 三 〇 MH
z

 で あ る も の は 六

〇 ワ ッ ト 以 下 、 チ ャ ネ ル 間 隔 が 四 〇 MH
z

 で あ る も の は 八 〇 ワ ッ ト 以 下 又 は チ ャ ネ ル 間 隔 が 五

〇 MH
z

 で あ る も の は 一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

 

二  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る も の で あ る こ と 。   

イ  基 地 局 と 通 信 を 行 う も の  四 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶

対 利 得 四 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 四 ○ ○ ミ リ ワ ッ ト （ 複 数 の 空 中 線 端 子 を 用 い た 送 信 の 場 合 は

八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト ） の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中

線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

 

ロ  陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う も の  一 七 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。  

三  基 地 局 と 通 信 を 行 う も の に あ つ て は 、 搬 送 波 を 送 信 し て い な い と き の 送 信 装 置 の 漏 え い 電

力 は 、 送 信 帯 域 の 周 波 数 帯 で 、 空 中 線 端 子 に お い て （ － ） 三 〇 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇

デ シ ベ ル と す る 。 ） 以 下 で あ る こ と 。 

 

６  第 一 項 の 基 地 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 次 の 条 件 に 適 合 す る も の に つ い て は 、 同 項 第 一 号 ハ の 規

定 は 、 適 用 し な い 。 

［ 新 設 ］ 

一  送 信 装 置 の 空 中 線 電 力 は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。   

二  送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 四 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。   

三  一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ と 。 た だ し 、 電 源 設 備

及 び 空 中 線 系 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 



三 十 六 頁  

四  空 中 線 系 は 、 容 易 に 取 り 外 す こ と が で き な い こ と 。  
五  当 該 無 線 設 備 と 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 、 当 該 無 線 設 備 の 故 障 を 検 出 し 、 及 び

電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

 

六  当 該 無 線 設 備 と 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 行 う 通 信 の 疎 通 が 確 保 で き な い 場 合 に

は 、 自 動 的 に 電 波 の 発 射 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

 

７  第 一 項 の 基 地 局 （ 施 行 規 則 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 地 局 に 限 り 、 前 項 各 号 に

規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 第 一 項 各 号 に 規 定

す る 条 件 の ほ か 、 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

８  前 各 項 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

別表第一号（第５条関係） 別表第一号（第５条関係） 

周波数の許容偏差の表 周波数の許容偏差の表 

［表略］ ［表同左］ 

［注１～30 略］ ［注１～30 同左］ 

31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は

、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 

31 ［同左］ 

(１) 携帯無線通信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局の送信設備に使用するもの (１)  ［同左］ 

［ア～ク 略］ ［ア～ク 同左］ 

ケ 第49条の６の12第１項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直

交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局 

ケ ［同左］ 

次の式により求められる値を許容偏差とする（ f は、送信周波数（単位Hz）とする

。）。 

［同左］ 

(ア)  基地局 (ア)  ［同左］ 

［Ａ 略］ ［Ａ 同左］ 

Ｂ 空中線端子がありアクティブフェーズドアレイアンテナを使用しないものであ

つて各空中線端子における電力が20デシベル（１mWを０デシベルとする。）を超

え38デシベル（１mWを０デシベルとする。）以下のもの及び空中線端子がないも

のであつて空中線電力が20デシベル（１mWを０デシベルとする。）を超え47デシ

ベル（１mWを０デシベルとする。）以下のもの （ 0.1× ｆ×10⁻⁶＋12）Hz 

Ｂ 空中線端子がありアクティブフェーズドアレイアンテナを使用しないものであ

つて各空中線端子における電力が38デシベル（１mWを０デシベルとする。）以下

のもの及び空中線端子がないものであつて空中線電力が47デシベル（１mWを０デ

シベルとする。）以下のもの （ 0.1× ｆ×10－６＋12）Hz 

Ｃ アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しないものであつて空中線電力が

20デシベル（１mWを０デシベルとする。）以下のもの （0.25×ｆ×10⁻⁶＋12）

Hz 

［新設］ 

Ｄ・Ｅ ［略］ Ｃ・Ｄ ［同左］ 

(イ)  陸上移動中継局 ［新設］ 
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Ａ 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 （ 0.1× ｆ×10⁻⁶＋12）

Hz 

 

Ｂ 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 （ 0.1× ｆ×10⁻⁶＋12）Hz  

(ウ)  陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行

うものを除く。） （ 0.1× ｆ×10⁻⁶＋15）Hz 

(イ)  陸上移動局 （ 0.1× ｆ×10⁻⁶＋15）Hz 

(エ)  陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行

うものに限る。） 

［新設］ 

 

Ａ 陸上移動局と通信を行う陸上移動局の無線設備 （ 0.1× ｆ×10⁻⁶＋12）Hz  

Ｂ 基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備 （ 0.1× ｆ×10⁻⁶＋12）Hz  

コ 第49条の６の12第２項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直

交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局 

コ ［同左］ 

次の式により求められる値を許容偏差とする（ f は、送信周波数（単位Hz）とする

。）。 

［同左］ 

(ア)  基地局 (ア)  基地局 （0.1×f×10⁻⁶＋12）Hz 

Ａ 空中線電力が26デシベル（１mWを０デシベルとする。）を超えるもの 

（ 0.1×f×10⁻⁶＋12）Hz 

 

Ｂ 空中線電力が26デシベル（１mWを０デシベルとする。）以下のもの 

（ 0.25×f×10 ⁻⁶＋12）Hz 

 

(イ)  陸上移動中継局 ［新設］ 

Ａ 陸上移動局と通信を行う陸上移動局の無線設備 （0.1×f×10⁻⁶＋12）Hz  

Ｂ 基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備 （0.1×f×10⁻⁶＋12）Hz  

(ウ)  陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行

うものを除く。） （ 0.105× ｆ×10⁻⁶）Hz 

(イ)  陸上移動局 （ 0.105× ｆ×10⁻⁶）Hz 

(エ)  陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行

うものに限る。） 

［新設］ 

Ａ 陸上移動局と通信を行う陸上移動局の無線設備 （0.1×f×10⁻⁶＋12）Hz  

Ｂ 基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備 （0.1×f×10⁻⁶＋12）Hz  

サ 第49条の６の13に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波

数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局 

サ ［同左］ 

次の式により求められる値を許容偏差とする（ f は、送信周波数（単位Hz）とす

る。）。 

［同左］ 

(ア)  基地局 (ア)  ［同左］ 

［Ａ 略］ ［Ａ 同左］ 

Ｂ 各空中線端子における電力が20デシベル（１mWを０デシベルとする。）を超え Ｂ 各空中線端子における電力が38デシベル（１mWを０デシベルとする。）以下の
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38デシベル（１mWを０デシベルとする。）以下のもの （ 0.1× ｆ×10⁻⁶＋12）

Hz 

もの （ 0.1× ｆ×10⁻⁶＋12）Hz 

Ｃ 各空中線端子における電力が20デシベル（１mWを０デシベルとする。）以下の

もの （0.25×ｆ×10⁻ ⁶ ＋12）Hz 

［新設］ 

［(イ) 略］ ［(イ) 同左］ 

［(２)～(20) 略］ ［(２)～(20) 同左］ 

(21) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移

動無線アクセスシステムの無線局 

(21)  ［同左］ 

［ア 略］ ［ア 同左］ 

イ 陸上移動中継局 ３（10⁻ ⁶ ） ［新設］ 

ウ ［略］ イ ［同左］ 

［(22)～(24) 略］ ［(22)～(24) 同左］ 

［32～46 略］ ［32～46 同左］ 

47 削除 47 ５ GHz 帯無線アクセスシステムの送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差は、この

表に規定する値にかかわらず、 20(10-6 ）とする。 

［48～57 略］ ［48～57 同左］ 

別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係） 

［第１～第11 略］ ［第１～第11 同左］ 

第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及

び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符

号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備

の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無

線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線

局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波

数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数

分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線

通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携

帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交

周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシング

ルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無

線局及びローカル５Ｇの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４まで

の規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合に

は、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。 

第12 ［同左］ 

［１～５ 略］ ［１～５ 同左］ 
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６ シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通

信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局の無線設備 

６ ［同左］ 

(１) 第49条の６の12第１項に規定する基地局及び陸上移動中継局の無線設備 (１)  第49条の６の12第１項に規定する基地局の無線設備 

［ア～シ 略］ ［ア～シ 同左］ 

(２) 第49条の６の12第１項に規定する陸上移動局の無線設備 (２)  ［同左］   

［ア～サ 略］ ［ア～サ 同左］ 

シ 陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行う

ものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続す

る複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値 

シ キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 総

務大臣が別に告示で定める値 

ス 陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行う

ものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続し

ない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサまでに

定める値 

ス キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 

各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサまでに定める値 

(３) 第49条の６の12第２項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備 (３)  第49条の６の12第２項に規定する基地局及び陸上移動局の無線設備 

［ア～エ 略］ ［ア～エ 同左］ 

オ 陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行う

ものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続す

る複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値 

オ 陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する

複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値 

カ 陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行う

ものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続し

ない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに

定める値 

カ 陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しな

い複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定

める値 

［(４) 略］ ［(４) 同左］ 

［第13～第46 略］ ［第13～第46 同左］ 

第47 削除 第47 ５ GHz 帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１

から第４までの規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 １ 40MHz システムの場合 38 MHz 

２ 20MHz システムの場合 19.7 MHz 

３ 10MHz システムの場合 9 MHz  

４ ５ MHz システムの場合 4.5 MHz  

［第48～第51 略］ ［第48～第51 同左］ 

第52 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接

続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式

又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの

第52 ［同左］   
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無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方

式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の

占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわらず、次のとおりとする。こ

の規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、電波の型式に冠して表示する。 

［１ 略］ ［１ 同左］ 

２ シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動

無線アクセスシステムの無線局の無線設備 

２ ［同左］ 

［(１)～(５) 略］ ［(１)～(５) 同左］ 

(６) 陸上移動局（中継を行うものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーシ

ョン技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔の総

和に応じて(２)から(５)までに定める値 

(６)  陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複

数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔の総和に応じて(２)から(５)までに定

める値 

(７) 陸上移動局（中継を行うものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーシ

ョン技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に

応じて(１)から(５)までに定める値 

(７)  陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない

複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じて(１)から(５)までに定める

値 

［第53～第79 略］ ［第53～第79 同左］ 

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

［１～34 略］ ［１～34 同左］ 

35 削除 35 ５ GHz 帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯基地局及び

携帯局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、２に規定する値にかかわらず、総務大臣が

別に告示する値とする。 

［36～70 略］ ［36～70 同左］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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（ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。
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                  改   正   後                   改   正   前 
（ 特 定 無 線 設 備 等 ） （ 特 定 無 線 設 備 等 ） 

第 二 条  法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。  第 二 条  ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 十 一 の 二 十 八  略 ］ ［ 一 ～ 十 一 の 二 十 八  同 上 ］ 

十 一 の 二 十 九  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。

） 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設

備 （ 次 号 及 び 第 十 一 号 の 二 十 九 の 三 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

十 一 の 二 十 九  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ

て い る 基 地 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

十 一 の 二 十 九 の 二  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 、 第 三 項 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る

た め の 無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

十 一 の 二 十 九 の 三  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 、 第 四 項 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る

た め の 無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

十 一 の 二 十 九 の 四  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の

条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 中 継 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  

［ 新 設 ］ 

十 一 の 三 十  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る

。 ） 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の

無 線 設 備 

十 一 の 三 十  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て

い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

十 一 の 三 十 の 二  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係 る 部

分 に 限 る 。 ） 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す

る た め の 無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

十 一 の 三 十 一  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。

） 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設

備 （ 次 号 及 び 第 十 一 号 の 三 十 一 の 三 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

十 一 の 三 十 一  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ

て い る 基 地 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

十 一 の 三 十 一 の 二  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 、 第 五 項 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る

た め の 無 線 設 備 
［ 新 設 ］ 

 

十 一 の 三 十 一 の 三  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 、 第 六 項 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る

た め の 無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

十 一 の 三 十 一 の 四  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の

条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 中 継 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  

［ 新 設 ］ 

十 一 の 三 十 二  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 十 一 の 三 十 二  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ
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る 。 ） に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  
十 一 の 三 十 二 の 二  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係 る

部 分 に 限 る 。 ） に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の

無 線 設 備 

［ 新 設 ］ 

十 一 の 三 十 三  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。

） に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 （ 次 号 及 び 第 十 一 号 の 三 十 三 の 三 に

掲 げ る も の を 除 く 。 ） に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

十 一 の 三 十 三  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

基 地 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

十 一 の 三 十 三 の 二  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 及 び 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る た め の 無

線 設 備 

［ 新 設 ］ 

十 一 の 三 十 三 の 三  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 及 び 第 三 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る た め の 無

線 設 備 

［ 新 設 ］ 

［ 十 一 の 三 十 四 ～ 十 九 の 四 の 三  略 ］ ［ 十 一 の 三 十 四 ～ 十 九 の 四 の 三  同 上 ］ 

十 九 の 五 か ら 十 九 の 十 一 ま で  削 除 十 九 の 五  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 及 び 携 帯 基 地 局 の 無 線 設 備 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く

。 ）  

 十 九 の 六  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 及 び 携 帯 基 地 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 同 項 第 十 一 号 に

規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が 〇 ・ 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト の も の  

 十 九 の 七  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 中 継 局 の 無 線 設 備 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

 十 九 の 八  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 中 継 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 同 項 第 十 一 号 に 規 定 す

る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が 〇 ・ 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト の も の  

 十 九 の 九  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 の 無 線 設 備 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く

。 ）  

 十 九 の 十  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 同 項 第 十 一 号 に

規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が 〇 ・ 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト の も の  

 十 九 の 十 一  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い

る 五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 の 無 線 設 備  

［ 二 十 ～ 五 十 四 の 四  略 ］ ［ 二 十 ～ 五 十 四 の 四  同 上 ］ 
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五 十 四 の 五  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 八 項 に お い て そ の 無 線 設

備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  

五 十 四 の 五  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

基 地 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

五 十 四 の 五 の 二  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 六 項 及 び 第 八 項 に お い て そ の 無

線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  

［ 新 設 ］ 

五 十 四 の 五 の 三  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 七 項 及 び 第 八 項 に お い て そ の 無

線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 基 地 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  

［ 新 設 ］ 

五 十 四 の 五 の 四  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 五 項 及 び 第 八 項 に お い て そ の 無

線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 中 継 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  

［ 新 設 ］ 

五 十 四 の 六  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 八 項 に お い て そ の 無 線 設

備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  

五 十 四 の 六  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る

陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

五 十 四 の 六 の 二  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 一 項 、 第 四 項 及 び 第 八 項 に お い て そ の 無

線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備  

［ 新 設 ］ 

［ 五 十 五 ～ 八 十 一  略 ］ ［ 五 十 五 ～ 八 十 一  同 上 ］ 

[ ２  略 ]  ［ ２  同 上 ］ 

別 表 第 一 号  技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ）  別 表 第 一 号  ［ 同 上 ］ 

一  技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。  一  ［ 同 上 ］ 

［ (１
)

 ・ (２
)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

 (３
)

  特 性 試 験  (３
)

  ［ 同 上 ］ 

申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る も の で あ る か ど

う か に つ い て 審 査 を 行 う 。 

［ 同 上 ］ 

ア  次 の 表 の 一 の 欄 に 掲 げ る 装 置 に つ い て は 、 同 表 の 二 の 欄 に 掲 げ る 試 験 項 目 ご と に そ れ

ぞ れ 同 表 の 三 の 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 を 使 用 し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 試 験 方 法 又 は こ

れ と 同 等 以 上 の 方 法 に よ り 同 表 の 四 の 欄 の 特 定 無 線 設 備 の 種 別 に 従 つ て 試 験 を 行 う 。  

ア  ［ 同 上 ］ 

［ 表  別 紙 二  挿 入 ］ ［ 表  別 紙 一  挿 入 ］ 

［ 注 １ ～ 1
4   略 ］ ［ 注 １ ～ 1
4   同 上 ］ 

 1
5   設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 （ 設 備 規 則 第

四 十 九 条 の 二 十 九 第 四 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 再 生 中 継 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以

外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 六 第 四

項 に 規 定 す る 無 線 設 備 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （

再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九

条 の 六 の 十 二 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 無 線 設 備 、 同 条 第 二 項 第 四 号 に 規 定 す る 無 線

設 備 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外

の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 第 四 項

に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。

 1
5   設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 （ 設 備 規 則 第

四 十 九 条 の 二 十 九 第 四 項 第 三 号 に 規 定 す る 再 生 中 継 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外

の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 六 第 四 項

に 規 定 す る 無 線 設 備 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再

生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条

の 二 十 八 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行

う も の に 限 る 。 ） 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再

生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） に あ つ て は 、 実 施 す る

試 験 項 目 に 増 幅 度 特 性 を 含 む 。 
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） 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式

以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） に あ つ て は 、 実 施 す る 試 験 項 目 に

増 幅 度 特 性 を 含 む 。 

[ 1
6  ～ 2
3   略 ]  [ 1
6  ～ 2
3   同 上 ]  

［ イ ・ ウ  略 ］ ［ イ ・ ウ  同 上 ］ 

［ 二 ・ 三  略 ］ ［ 二 ・ 三  同 上 ］ 

別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一(１)関係） 別表第二号 ［同左］ 

第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の

工事設計書 

第一 ［同左］ 

［様式略］ ［様式同左］ 

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］ 

３ ２の(２)の欄は、「 F3E  142MHzから162MHzまで」又は「 F3E  143.54、149.01、

149.03、153.33、 165.97MHz 」のように記載するほか、次によること。 

３ ［同左］ 

［(１)～(３) 略］ ［(１)～(３) 同左］ 

(４) 第２条第１項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第

21号の３、第54号若しくは第54号の６に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の６

の９第１項第１号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うこ

とができるもの又は第２条第１項第11号の20から第11号の20の３まで、第11号の22か

ら第11号の24まで、第11号の29から第11号の29の３まで、第11号の31から第11号の31

の３まで、第11号の33から第11号の33の３まで、第21号の３、第54号の２の２、第54

号の３若しくは第54号の５から第54号の５の３までに掲げる無線設備であつて一の送

信装置から複数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の

搬送波の周波数帯 ( 次のアからスまでに掲げる周波数帯をいう。 ) 及び当該搬送波の

数を記載すること。 

(４)  第２条第１項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第

21号の３、第54号若しくは第54号の６に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の６

の９第１項第１号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うこ

とができるもの又は第２条第１項第11号の20から第11号の20の３まで、第11号の22か

ら第11号の24まで、第11号の29、第11号の31、第11号の33、第21号の３若しくは第54

号の５に掲げる無線設備であつて一の送信装置から複数の搬送波を同時に送信するも

のにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数帯 ( 次のアからスまでに掲げ

る周波数帯をいう。 ) 及び当該搬送波の数を記載すること。 

［ア～サ 略］ ［ア～サ 同左］ 

シ 4.5GHzを超え5.0GHz以下の周波数 シ 4.5GHzを超え4.9GHz以下の周波数 

[ ス 略 ]  [ ス 同左 ]  

［(５)・(６) 略］ ［(５)・(６) 同左］ 

［４～12 略］ ［４～12 同左］ 

［第二～第六 略］ ［第二～第六 同左］ 

様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係） 様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係） 

表示は、次の様式に記号 Ｒ 及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものと

する。 

［同左］ 

［様式略］ ［様式同左］ 
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［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 

４ 技術基準適合証明番号の最初の３文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証

明機関の区別とし、４文字目又は４文字目及び５文字目は特定無線設備の種別に従い次表

に定めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。 

４ ［同左］ 

特定無線設備の種別         記号 

［略］ ［略］ 

第２条第１項第11号の29に掲げる無線設備 ＤＲ 

第２条第１項第11号の29の２に掲げる無線設備 ＡＱ 

第２条第１項第11号の29の３に掲げる無線設備 ＢＱ 

第２条第１項第11号の29の４に掲げる無線設備 ＣＱ 

第２条第１項第11号の30に掲げる無線設備 ＥＲ 

第２条第１項第11号の30の２に掲げる無線設備 ＤＱ 

第２条第１項第11号の31に掲げる無線設備 ＦＲ 

第２条第１項第11号の31の２に掲げる無線設備 ＥＱ 

第２条第１項第11号の31の３に掲げる無線設備 ＦＱ 

第２条第１項第11号の31の４に掲げる無線設備 ＧＱ 

第２条第１項第11号の32に掲げる無線設備 ＧＲ 

第２条第１項第11号の32の２に掲げる無線設備 ＨＱ 

第２条第１項第11号の33に掲げる無線設備      ＪＲ 

第２条第１項第11号の33の２に掲げる無線設備 ＩＱ 

第２条第１項第11号の33の３に掲げる無線設備 ＪＱ 

［略］ ［略］ 

第２条第１項第19号の４の３に掲げる無線設備 ＷＶ 

  

  

  

  

  

  

  

［略］ ［略］ 

第２条第１項第54号の５に掲げる無線設備      ＬＲ 

第２条第１項第54号の５の２に掲げる無線設備 ＫＱ 

特定無線設備の種別         記号 

［同左］ ［同左］ 

第２条第１項第11号の29に掲げる無線設備 ＤＲ 

  

  

  

第２条第１項第11号の30に掲げる無線設備 ＥＲ 

  

第２条第１項第11号の31に掲げる無線設備 ＦＲ 

  

  

  

第２条第１項第11号の32に掲げる無線設備 ＧＲ 

  

第２条第１項第11号の33に掲げる無線設備      ＪＲ 

  

  

［同左］ ［同左］ 

第２条第１項第19号の４の３に掲げる無線設備 ＷＶ 

第２条第１項第19号の５に掲げる無線設備 ＺＷ 

第２条第１項第19号の６に掲げる無線設備 ＡＶ 

第２条第１項第19号の７に掲げる無線設備 ＢＶ 

第２条第１項第19号の８に掲げる無線設備 ＣＶ 

第２条第 1 項第19号の９に掲げる無線設備 ＤＶ 

第２条第１項第19号の10に掲げる無線設備 ＥＶ 

第２条第１項第19号の11に掲げる無線設備 ＦＶ 

［同左］ ［同左］ 

第２条第１項第54号の５に掲げる無線設備      ＬＲ 
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第２条第１項第54号の５の３に掲げる無線設備 ＬＱ 

第２条第１項第54号の５の４に掲げる無線設備 ＭＱ 

第２条第１項第54号の６に掲げる無線設備      ＭＲ 

第２条第１項第54号の６の２に掲げる無線設備 ＮＱ 

［略］ ［略］ 

［５ 略］ 

  

  

第２条第１項第54号の６に掲げる無線設備      ＭＲ 

  

［同左］ ［同左］ 

［５ 同左］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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（ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 五 条  電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。
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改  正   後  改  正   前  

様式第１（第４条第１項、第４条の２第１項関係）  様式第１（第４条第１項、第４条の２第１項関係）  

電気通信事業登録（登録更新）申請書 電気通信事業登録（登録更新）申請書 

年 月 日 年 月 日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏

名を記載すること。） 

法人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（

平成25年法律第27号）第２条第15項に

規定する法人番号がある場合は、記載

すること。） 

担当部署名（担当部署がある場合は、名称を記載

すること。） 

 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏

名を記載すること。） 

法人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（

平成25年法律第27号）第２条第15項に

規定する法人番号がある場合は、記載

すること。） 

担当部署名（担当部署がある場合は、名称を記載

すること。） 

電気通信事業法第９条（第12条の２）の規定により、電気通信事業の登録（登録の更新）を受

けたいので、次のとおり申請します。 

電気通信事業法第９条（第12条の２）の規定により、電気通信事業の登録（登録の更新）を受

けたいので、次のとおり申請します。 

［１～３ 略］ ［１～３ 同左］ 

４ 電気通信設備の概要 ４ ［同左］ 

［(1)～(3) 略］ ［(1)～(3) 同左］ 

［注１～４ 略］ ［注１～４ 同左］ 

５ 中継系伝送路の種類は、当該設備が優先電気通信設備の場合は「平衡対ケーブル」、

「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場合は予定する周

波数（当該周波数の電波を三・九―四世代移動通信システム（無線設備規則第49条の６

の９又は第49条の６の10で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。）又は第

五世代移動通信システム（同令第49条の６の12又は第49条の６の13で定める条件に適合

する無線設備（ローカル５Ｇの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局のものを除く。

）をいう。以下同じ。）に使用する場合は、併せてその旨）を記載すること。 

５ 中継系伝送路の種類は、当該設備が優先電気通信設備の場合は「平衡対ケーブル」、

「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場合は予定する周

波数（当該周波数の電波を三・九―四世代移動通信システム（無線設備規則第49条の６

の９又は第49条の６の10で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。）又は第

五世代移動通信システム（同令第49条の６の12又は第49条の６の13で定める条件に適合

する無線設備（ローカル５Ｇの基地局又は陸上移動局のものを除く。）をいう。以下同

じ。）に使用する場合は、併せてその旨）を記載すること。 

［６～８ 略］ ［６～８ 同左］ 
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［５ 略］ ［５ 同左］ 
備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

第 二 条  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 電 波 法 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第 八 号 、 第 十 五 条 の 三 第 二 号 (1
8)   、

第 十 六 条 第 六 号 か ら 第 十 号 ま で 、 第 十 七 条 第 六 号 か ら 第 十 号 ま で 及 び 第 十 八 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定

は 、 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 な お 効 力 を 有 す る 。  

 （ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

第 三 条  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 免 許 又 は 登 録 （ 次 項 に お い て 「 免 許 等 」 と い う 。 ） を 受 け て い る 五 

GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 （ 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 無 線 設 備 規 則 （ 以 下 「 旧 設 備 規

則 」 と い う 。 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。

） の 無 線 設 備 の 条 件 に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 無 線 設 備 規 則 （ 以 下 「 新 設 備 規 則 」

と い う 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  旧 設 備 規 則 の 条 件 に 適 合 す る 五 GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 に つ い て は 、 こ の 省 令 の 施 行

の 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 免 許 等 の 申 請 が あ っ た 場 合 に 限 り 、 新 設 備 規 則 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ り 免 許 等 を 受 け る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 免 許 等 を 受 け
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た 無 線 局 の 無 線 設 備 の 条 件 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

３  旧 設 備 規 則 の 条 件 に 適 合 す る 五 GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 に 係 る 電 波 法 （ 以 下 こ の 項 、

第 五 項 及 び 第 八 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 七 条 の 六 第 二 項 及 び 法 第 二 十 七 条 の 三 十 四 に 規

定 す る 開 設 等 の 届 出 は 、 こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 な お 従 前 の 例

に よ る こ と が で き る 。  

４  旧 設 備 規 則 の 条 件 に 適 合 す る 五 GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 に つ い て は 、 こ の 省 令 の 施 行

の 日 か ら 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 新 設 備 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ り

無 線 設 備 の 工 事 設 計 の 変 更 の 許 可 又 は 変 更 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。 た だ し 、 令 和 八 年 四 月 一 日

以 後 は 、 変 更 登 録 で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 十 九 条 に 規 定 す る 軽 微 な 事 項 を 変 更 す る 場 合 に 限 る

。  

５  前 項 た だ し 書 の 変 更 登 録 に 関 す る 電 波 法 施 行 規 則 第 十 九 条 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 第 一 号

中 「 登 録 を し た 総 合 通 信 局 長 の 管 轄 区 域 を 越 え な い も の 」 と あ る の は 「 法 第 二 十 七 条 の 二 十 一 第 二

項 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 設 備 の 設 置 場 所 （ 移 動 す る 無 線 局 に あ つ て は 、 移 動 範 囲 に 限 る 。 ） を 変 更

し な い も の 」 と 、 同 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 二 項 第 二 号 中 「 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 を 伴 わ な い も の 」

と あ る の は 「 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 （ 空 中 線 利 得 の 増 加 及 び 空 中 線 の 指 向 方 向 の 変 更 を 伴 う も の に

限 る 。 ） を 伴 わ な い も の 」 と 、 同 条 第 二 項 第 一 号 中 「 登 録 を し た 総 合 通 信 局 長 の 管 轄 区 域 を 越 え な
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い も の 」 と あ る の は 「 法 第 二 十 七 条 の 三 十 二 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 設 備 を 設 置 し よ う と す る

区 域 （ 移 動 す る 無 線 局 に あ つ て は 、 移 動 範 囲 ） を 変 更 し な い も の 」 と す る 。  

６  第 四 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 変 更 の 許 可 又 は 変 更 登 録 を 受 け た 無 線 局 の

無 線 設 備 の 条 件 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

７  旧 設 備 規 則 の 条 件 に 適 合 す る 五 GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 に つ い て は 、 こ の 省 令 の 施 行

の 日 か ら 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 新 設 備 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ り

再 免 許 又 は 再 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 再 免 許 又 は 再 登 録 を 受 け た 無 線

局 の 無 線 設 備 の 条 件 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

８  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 五 GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る 法 第

三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 又 は 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 一 項 に 規 定 す る

工 事 設 計 認 証 （ 以 下 「 技 術 基 準 適 合 証 明 等 」 と い う 。 ） は 、 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、

な お 効 力 を 有 す る 。  

９  旧 設 備 規 則 の 条 件 に 適 合 す る 五 GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る 技 術 基 準 適

合 証 明 等 の 求 め が こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ た 場 合 に お け る 当

該 技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 審 査 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

1
0  前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 審 査 に よ り 受 け た 技 術 基 準 適 合 証 明 等 は 、 第
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八 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

1
1  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 開 設 さ れ て い る 五 GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 （

旧 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 二 項 に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 次 項 及 び 第 十 三 項 に お い て 同 じ 。

） の 無 線 設 備 の 条 件 に つ い て は 、 新 設 備 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の

間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

1
2  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 五 GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 の 無 線

設 備 に 係 る 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に つ い て は 、 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 な お そ の 効 力 を

有 す る 。  

1
3  旧 設 備 規 則 の 条 件 に 適 合 す る 五 GH
z

  帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 又 は 携 帯 局 の 無 線 設 備 に

係 る 技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 求 め が こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ た

場 合 に お け る 当 該 技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 審 査 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

1
4  前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 審 査 に よ り 受 け た 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に つ い

て は 、 第 十 二 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

1
5  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 免 許 若 し く は 予 備 免 許 を 受 け 、 又 は 免 許 を 申 請 し て い る 旧 設 備 規 則 第 四

十 九 条 の 六 の 九 、 第 四 十 九 条 の 六 の 十 、 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 、 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 、 第 四 十 九

条 の 二 十 九 又 は 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に 規 定 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 の 条 件 に つ い て は 、 新 設 備 規
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則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。  

第 四 条  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 旧 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 、 第 四 十 九 条 の 六 の 十 、

第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 、 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 、 第 四 十 九 条 の 八 の 二 の 三 、 第 四 十 九 条 の 二 十 九 又

は 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 に 規 定 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る 技 術 基 準 適 合 証 明 等 は 、 こ の 省 令 の

施 行 後 に お い て も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り な お 効 力 を 有 す る と さ れ た 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に よ り 表 示 が 付 さ れ た 無 線 設 備

で あ っ て 、 次 の 表 の 第 一 欄 に 掲 げ る 無 線 設 備 （ そ の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 （ 旧 設 備 規 則 別 表 第 二

号 第 12   の ５ 又 は 第 12   の ６ の (4
)

  の 規 定 に 基 づ き 電 波 の 型 式 に 冠 し て 表 示 す る も の を い う 。 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ 。 ） が 次 の 表 第 二 欄 に 掲 げ る 値 で あ る 無 線 設 備 で あ っ て 、 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 周 波

数 の 電 波 を 送 信 す る 陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 （ 以 下 こ の

項 に お い て 「 旧 無 線 設 備 」 と い う 。 ） を い う 。 ） に つ い て は 、 当 該 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等

に 係 る 工 事 設 計 に 変 更 が な い 限 り に お い て 、 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 陸 上 移

動 局 （ 携 帯 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 （ 旧 無 線 設 備 と 同 一 の 電 波 の 型 式 （ 新

設 備 規 則 別 表 第 二 号 第 12   の ５ 又 は 12   の ６ の (4
)

の 規 定 に 基 づ き 電 波 の 型 式 に 冠 し て 表 示 す る 占 有 周 波

数 帯 幅 の 許 容 値 を 含 む 。 ） 及 び 空 中 線 電 力 の も の に 限 る 。 ） の 条 件 に 適 合 す る も の と し て 、 技 術 基

準 適 合 証 明 等 を 受 け た も の と み な す 。  
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無 線 設 備  

占 有 周 波 数 帯 幅 の 許

容 値  

旧 無 線 設 備 が 送 信 す る

周 波 数  

条 件 に 適 合 す る も の と

み な す 周 波 数  
    

旧 設 備 規 則 第 四 十 九

条 の 六 の 九 に 規 定 す

る 無 線 設 備  
五 MH
z

  

一 、 九 二 四 ・ 七 M
H
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 M
H
z

以 下  

一 、 九 二 一 ・ 七 M
H
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 M
H
z

以 下  

一 〇 MH
z

  

一 、 九 二 九 ・ 七 MH
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下  

一 、 九 二 五 ・ 七 MH
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下  

一 五 MH
z

  

一 、 九 三 四 ・ 七 M
H
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下  

一 、 九 三 〇 ・ 七 M
H
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下  

二 〇 M
H
z

  

一 、 九 三 九 ・ 七 M
H
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下  

一 、 九 三 五 ・ 七 M
H
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下  

 

五 M
H
z

  

一 、 九 二 五 MH
z

を 超 え 一

、 九 八 〇 M
H
z

以 下  一 、 九 二 一 ・ 七 M
H
z

を 超  
   

 
一 、 九 二 四 ・ 七 M
H
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下  

え 一 、 九 八 〇 M
H
z

以 下  

    

  一 、 九 二 九 ・ 七 M
H
z

を 超  
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え 一 、 九 八 〇 M
H
z

以 下  

 

一 〇 M
H
z

  

一 、 九 三 〇 MH
z

を 超 え 一

、 九 八 〇 M
H
z

以 下  

一 、 九 二 五 ・ 七 MH
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 M
H
z

以 下  

 一 、 九 四 〇 M
H
z

を 超 え 一

、 九 八 〇 MH
z

以 下  

旧 設 備 規 則 第 四 十 九

条 の 六 の 十 三 に 規 定

す る 無 線 設 備  

一 五 M
H
z
  

一 、 九 三 四 ・ 七 MH
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 M
H
z

以 下  

 

一 、 九 三 〇 ・ 七 M
H
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下  一 、 九 三 五 MH
z

を 超 え 一

、 九 八 〇 MH
z

以 下  

一 、 九 四 〇 MH
z

を 超 え 一

、 九 八 〇 MH
z

以 下  

 
 

一 、 九 三 九 ・ 七 M
H
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下  
 

    

 

二 〇 MH
z

  

一 、 九 四 〇 MH
z

を 超 え 一

、 九 八 〇 M
H
z

以 下  

一 、 九 三 五 ・ 七 MH
z

を 超

え 一 、 九 八 〇 M
H
z

以 下  
    



五 十 八 頁  

  一 、 九 五 〇 M
H
z

を 超 え 一

、 九 八 〇 MH
z

以 下  

 

３  第 一 項 の 規 定 に よ り な お 効 力 を 有 す る と さ れ た 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に よ り 表 示 が 付 さ れ た 無 線 設

備 で あ っ て 、 四 ・ 五 GH
z

  を 超 え 四 ・ 九 GH
z

  以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無 線 通 信 の

中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 （ 以 下 「 旧 無 線 設 備 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 当 該 技 術 基 準

適 合 証 明 等 の 工 事 設 計 に 変 更 が な い 限 り に お い て 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 無 線 設 備 規 則 第 四 十 九

条 の 六 の 十 二 に 係 る 四 ・ 五 GH
z

  を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

  以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無 線

通 信 の 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 （ 旧 無 線 設 備 と 同 一 の 電 波 の 型 式 （ 新 設 備 規 則 別 表 第

二 号 第 12   の ６ の (2
)

  及 び (3
)

  の 規 定 に 基 づ き 電 波 の 型 式 に 冠 し て 表 示 す る 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 を 含

む 。 ） 及 び 空 中 線 電 力 の も の に 限 る 。 ） の 条 件 に 適 合 す る も の と し て 、 技 術 基 準 適 合 証 明 等 を 受 け

た も の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 一 項 第 三 号 ハ (2
)

  中 「 四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 （ 複 数 の 空

中 線 端 子 を 用 い た 送 信 の 場 合 に あ つ て は 八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 ） 」 と あ る の は 「 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト

以 下 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  



［同上］

［同上］

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

[

同上］

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
十

九
号

の
四

の
三

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の五

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の六

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の七

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の八

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の九

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の十

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の十一

［同上］

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

［同上］

［

別
紙
一
］

四
　
特
定
無
線
設
備
の
種
別

第
二
条
第

一
項
第
十

一
号
の
二

十
九
の
無

線
設
備

第
二
条
第
一
項
第

十
一
号
の
三
十
の

無
線
設
備

第
二
条
第
一

項
第
十
一
号

の
三
十
一
の

無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第

十
一
号
の
三
十
二

の
無
線
設
備

第
二
条

第
一
項

第
十
一

号
の
三

十
三
の

無
線
設

備

第
二
条
第

一
項
第
五

十
四
号
の

五
の
無
線

設
備

第
二
条
第
一
項
第

五
十
四
号
の
六
の

無
線
設
備

注

13

注

13

注

13

注

13



［略］

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の二十九の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の二十九の二の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の二十九の三の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の二十九の四の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
十

一
号

の
三

十
の

無
線

設
備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
十

一
号

の
三

十
の

二
の

無
線

設
備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の三十一の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の三十一の二の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の三十一の三の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の三十一の四の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
十

一
号

の
三

十
二

の
無

線
設

備

○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
十

一
号

の
三

十
二

の
二

の
無

線
設

備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の三十三の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の三十三の二の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十一号の三十三の三の無線設備

［略］

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
十

九
号

の
四

の
三

［略］

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第五十四号の五の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第五十四号の五の二の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第五十四号の五の三の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第五十四号の五の四の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
五

十
四

号
の

六
の

無
線

設
備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
五

十
四

号
の

六
の

二
の

無
線

設
備

［略］

［

別
紙
二
］

［略］

四
　
特
定
無
線
設
備
の
種
別

注

13

注

13

注

13

注

15

注

15

注

15

注

13
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